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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 IT 関係 ②意見･要望提出者 米国政府 

③項   目 電子商取引の促進（電子署名） 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

電子署名法の実施に当たり中立的な技術の利用、政府の許認可が不要であることを要望する

とともに、電子認証形態の選択自由及び証拠能力、事業者間取引上の電子認証手段の選択自由

及び法的効果について確認を求める。 

 

 

⑤関 係 法 令  電子署名及び認証業務に関する法律 ⑥共管 総務省、経済産業省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

電子署名が行われた電磁的記録の真正な成立の推定、電子署名の認証業務に対する任意的な

認定制度の導入等を規定した『電子署名及び認証業務に関する法律（以下「電子署名法、とい

う）』が平成１３年４月１日より施行されたところ。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

該当なし 

 

⑨対応の状況 

 

 

 

 

■ 措置済･措置予定    □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済         □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

  □ 措置予定        □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：平成１３年４月 ）  
   

（説明） 

電子署名法では、特定の技術に依らない技術的中立性に配意しており、民民間の契約に用いる認証技術につ

いては当事者間に委ねられ何ら規制は存在しない。そして、電子署名が付された電磁的記録は証拠として法廷

に提出することが可能である。我が国では、契約の成立に関する一般的な方式要件は存しないので、契約の効

力と用いられる電子認証技術の種類は関係がない。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局 商事課 

 

 



 2

【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 ＩＴ関係 ②意見･要望提出者 経済団体連合会、（社）日本船主協会 

③項   目 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進及びワンストップサービスの実現 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 電子政府化の目標となっている２００３年度までに、入港から輸出入許可に要する時間を最短で

２４時間以内に短縮するため、①各種申請の必要性について根本から再検討を行った上で、②現行

の申請書類を可能な限り削減し、③全ての輸出入・港湾諸手続を統合し、１回の入力・送信で複数

の申請を可能とするシングルウィンドウ（ワンインプット）システムを整備すべきである。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法、出入国管理

及び難民認定法施行規則 

⑥共管 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済

産業省、国土交通省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 本邦外の地域から本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、次のとおり、申

請、通報又は報告等の入出港手続を行わなければならないこととしている。 

１ 入国審査官への乗員上陸許可及び数次乗員上陸許可に係る申請書の提出（法第１６条、則第１

５条及び第１５条の２） 

２ 入国審査官への入港時刻及び乗員・乗客数、停泊予定時間その他必要と認められる事項の通報

（法第５６条、則第５１条） 

３ 入国審査官への乗客・乗員名簿の提出及び各種報告（法第５７条､）則第５２条） 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 輸出入・港湾諸手続について、平成１３年度中に、関係府省の間でネットワークを通じた効率的

な情報の共有と活用を可能とするための検討体制の整備を図る。その際、統計情報を含め、現行の

提出書類を徹底的に見直し、標準化を実施するとともに、他府省と重複するもの、また単なる参考

資料として提出を求められているものについては、一本化あるいは廃止を検討する。また、申請手

続フォーマットの集約化を検討する。 

 さらに、通関情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）と港湾ＥＤＩシステムについては平成１３年度中

を目途に接続、ＮＡＣＣＳと外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入許可・承認手続システム（Ｊ

ＥＴＲＡＳ）については、平成１４年度までを目途に、また、ＮＡＣＣＳ、港湾ＥＤＩシステムと

乗員上陸許可支援システム（仮称）についても、平成１４年度までを目途に、それぞれ連携する。 

（掲載箇所：Ⅱの１の（３）のエの⑯のｂの（ｄ）のⅱ）） 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：平成１５年度のできるだけ早い時期を目標）    

（説明）  

 輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス（シングルウィンドウ化）の推進に向けて各府省間の連絡・調整

を行うため、１３年９月２８日に輸出入・港湾手続関連府省連絡会議を設置し、シングルウィンドウシステム構築

の基本方針等について検討中であるとともに、引き続き、作業を前倒しし、次のとおり取り組むこととしている。 

１ １４年度中を目標に、通関情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）、港湾ＥＤＩシステムと乗員上陸許可支 

 援システムを連携。 

２ １５年度のできるだけ早い時期を目標にＮＡＣＣＳ等のシステムの連携によるシングルウィンドウ化を実現。  

 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局総務課出入国情報管理室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 資格制度 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 商業登記における公証人制度の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

会社の設立に際して、公証人による定款の認証をやめるべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 商法１６７条、有限会社法５条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

会社を設立するには、発起人等は定款を作成しなければならず、定款は公証人の認証を受け

なければ、その効力を生じないこととされている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 

□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明） 

株式会社及び有限会社の設立の際に発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生

じないこととされているが、これは、公証人による定款の認証は、作成者が署名した事実を公証するとともに、

定款作成の事実とその内容の明確を期し、これを確定することによって後日の紛争を防止することを目的とす

るものであるからである。 

よって、株式会社及び有限会社の定款の効力発生要件として、公証人による定款認証は必要不可欠であり、

これを廃止することはできない。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局総務課 
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【様式】                                   【 法 務 省 】 

①分   野 資格制度 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 資格士業（行政書士・司法書士・税理士等）の統合・相互参入 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

隣接士業の相互参入か類似士業の統合を認めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 司法書士法第１９条第１項  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

司法書士会に入会している司法書士でない者は、司法書士の業務を行ってはならない。ただ

し、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明） 
 司法書士の行う業務には、民法、商法等の民事実体法はもとより、権利に関する登記等に関する高度な法律

知識及び専門的能力が要求され、行政書士及び税理士が行う業務とは性格が異なることから、統合及び相互参

入することは適切でない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局民事第二課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 資格制度 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 司法書士の登録入会制度 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

司法書士の強制入会制を廃止すべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 司法書士法第 15 条の 5、第 19 条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

司法書士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区

域内に設立された司法書士会に入会しなければならない。 
司法書士会に入会している司法書士でない者は、司法書士の業務を行ってはならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

資格者間における公正有効な競争を確保する観点から、法律で強制設立・強制入会制を採っ

ている資格を対象として、資格者団体が行っている自主規制の実態を把握し、その結果に基づ

き所要の改善措置を講ずる。  
業務及び財務等に関する情報を公開していない資格団体について、それらの情報を公開する

よう要請する。強制入会制を採る各資格について、それぞれの団体の役割に資格者以外の者を

任用することを要請する。 
 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  

□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明） 
 司法書士の強制入会制は、その品位の保持、資質の維持・向上等の観点から有益な制度であり、国民の権利・

利益の保護を図るために、これを維持する必要があると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局民事第二課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 資格制度 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 土地家屋調査士の登録入会制度 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

土地家屋調査士の強制入会制を廃止すべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 土地家屋調査士法第 15 条の 5、第 19 条 ②共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の

管轄区域内に設立された土地家屋調査士会に入会しなければならない。土地家屋調査士会に入

会している土地家屋調査士でない者は、土地家屋調査士の業務を行ってはならない。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 資格者間における公正有効な競争を確保する観点から、法律で強制設立・強制入会制を採っ

ている資格を対象として、資格者団体が行っている自主規制の実態を把握し、その結果に基づ

き所要の改善措置を講ずる。 
業務及び財務等に関する情報を公開していない資格団体について、それらの情報を公開する

よう要請する。 
 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

 土地家屋調査士の強制入会制は、その品位の保持、資質の維持・向上等の観点から有益な制度であり、国民

の権利・利益の保護を図るために、これを維持する必要があると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局民事第二課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務・金融関係 ②意見･要望提出者 地銀協、農林中央金庫 

③項   目 コミットメントライン契約の特例適用対象のさらなる拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）について手数料が利息制限法及び出資法上の

みなし利息の適用除外となる借主の対象を拡大し、中小企業（資本金３億円以下等）、地方公

共団体・特別法にて定められた地方公社、協同組合等をその範囲に含める。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 特定融資枠契約に関する法律第２条 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）について手数料が利息制限法及び出資法上の

みなし利息の適用除外となるのは、借主が①資本金が５億円以上又は負債総額が２００億円以

上の株式会社（株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第２条）、②資本額が３億

円以上を超える株式会社、③証券取引法による監査証明を受けなければならない株式会社（証

券取引法第１９２条の２第１項）、④特定債権等譲受業者（特定債権等に係る事業の規制に関

する法律第２条第５項）、⑤特定目的会社（資産の流動化に関する法律第２条第３項）等であ

る場合に限定されている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

【Ⅲ２（３）ア③】 

資金の貸手や借手の利便性を向上させる観点から、平成１３年度末までに、この借主の範囲

を拡大する方向で検討し、所要の措置を講ずる。その検討の際には、資産流動化の基盤整備を

進める観点から、ＳＰＣ（Special Purpose Company:特定目的会社）を対象に含める。 

（措置済） 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  
 
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明）  

特定融資枠契約に関する法律附則第３項において、「特定融資枠契約に係る制度のあり方については、この

法律施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとす

る。、とされていることから、同法の適用対象となる借主の範囲の拡大の可否についても、同法を所管する金

融庁と共同して検討することとなる（なお、同法の施行日は、平成１３年６月２９日。）。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 弁護士強制入会制度の廃止 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 資格者団体は既得利権団体であるから、弁護士の弁護士会への強制入会制度は廃止すべきで

ある。 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 弁護士法において、弁護士となるには日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなけ

ればならず、登録を受けた者は、当然に弁護士及び日本弁護士連合会の会員となるものとされ

ている。 

  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

（説明） 
 弁護士の強制入会制度は、弁護士に対する指導・監督を幅広く十分に及ぼすための基盤として、必要かつ合

理的な制度であると考えられるが、その在り方については、規制改革委員会の「規制改革についての見解、を

も踏まえて、検討を深めていく予定である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項 目 
 
 

弁護士法の定める業務独占違反についての罰則規定の廃止又は法定刑の大幅な軽減、業務独占

規定の将来的な廃止 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 弁護士法の業務独占違反の罰則規定は、廃止又は法定刑を大幅に軽減すべきである。また、

将来的には、業務独占規定を廃止すべきである。 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 弁護士法において、弁護士でない者が、報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律事

務を行うことを業とすることを禁止している（罰則は２年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金）。  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  
 弁護士法が弁護士による法律事務取扱の独占を定めているのは、厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職

務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講じられた弁護士が法律事

務を独占することが、国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序の維持のために必要とされたからであり、

合理的な制度と考えられるから、業務独占違反の罰則規定の廃止ないし法定刑の軽減については、慎重に検討

する必要があると思料する。業務独占規定についても、少なくとも現在においてこれを廃止することは相当で

はなく、将来の廃止も慎重に検討する必要があると思料する。 

 
 
  

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 資格（医者、弁護士等）による規制は不要  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 弁護士の資格の規制は不要であり、はやる弁護士の情報さえ明らかにされればそれでよい。 

⑤関 係 法 令 弁護士法  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 弁護士法において、弁護士でない者が、報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律事

務を行うことを業とすることを禁止している（罰則あり）。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 
 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

 弁護士法が弁護士による法律事務取扱の独占を定めているのは、厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職

務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講じられた弁護士が法律事

務を独占することが、国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序の維持のために必要とされたからであり、

合理的な制度と考えられるから、弁護士の資格を廃止することは相当でないものと思料する。 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 「生活士」制度の創設 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 生活者としての国民が、人生目標の達成に必要な資産（金融のみでなく、不動産等を含む。）

の形成・運用などについて事前対策を中心に、身近にかつ安心して相談でき、公正かつ中立的

な解除、支援等を託することのできる個人財務支援専門家＝生活士制度を創設し、これに併せ

て弁護士法等の関係法制度等を見直し、改革すべきである。 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 弁護士法において、弁護士でない者が、報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律事

務を行うことを業とすることを禁止している（罰則あり）。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

�対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明） 

 新たな資格制度を創設することについては、その必要性、合理性等につき、慎重な検討を要するものと思料

する。 
 
 
 

 
 
 

  

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 信託協会 

③項   目 公益信託の信託事務及び財産の状況に係る公告 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

信託銀行が行う公益信託の信託事務及び財産の状況に係る公告について、電磁的方法（イン

ターネット）の利用を可能にすること。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 信託法第６９条第２項 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

信託銀行は、公益信託について、毎年１回一定の時期に信託事務及び財産の状況を公告しな

ければならない。その方法については法定されていないが、株式会社の公告が官報または日刊

新聞紙に掲載することとされていることから、これに準じて、実務上は官報に掲載している。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

公益信託の信託事務及び財産状況に係る公告の方法については、法令上特段の定めはなく、公益信託の公告

として関係者の周知に必要と思われる相当な方法であればよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国、江東区議会、加茂川町議会、個人 

③項   目 法曹人口の大幅増員等  

④意見・要望

等の内容 

 

 裁判官、裁判所職員を大幅に増加する（弁護士数の増加については、法曹人口の拡大で応

答。）。 

 

⑤関 係 法 令 裁判所職員定員法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 裁判官及び裁判所職員の定員は、裁判所職員定員法によって定められている。 

  

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明） 

 裁判官及び裁判所職員の定員については、毎年行われている裁判所職員定員法の改正により、着実な増員が

図られている。 

 また、司法制度改革審議会意見においても、「全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官、検察官を大

幅増員すべきである。裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の質、能力の向上を一層推し

進めるとともに、その適正な増加を図っていくべきである。」などとされており、これを踏まえ、所要の検討が

進められているところである。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務・金融関係 ②意見･要望提出者 都銀懇話会 

③項   目 資産の流動化に際しての信託宣言の許容 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

信託業務の兼営認可を受けた金融機関が、資産の流動化に関する法律で規定されている特定

目的信託を用いて資産の流動化を行う場合について、信託宣言を許容する扱い。 

 

 

 

⑤関 係 法 令  信託法第１条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

信託法第１条は、「信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的

ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ、と規定しており、財産権者がその財産権を他

人のために管理・処分する旨を宣言する方法によって信託を設定するいわゆる信託宣言は認め

られないと解されている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

信託宣言を認めるかどうかは、信託の基本構造にかかわる問題であり、その措置を行うかどうかについては、

慎重な検討を要することから、信託法全体の見直しの要否を検討する中で、この問題も取り扱うこととしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 外国法事務弁護士に係わる規制制度の改善 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

① 外国法事務弁護士に影響を与えるすべての法律および規則の制定とその実施に関して、

日本弁護士連合会および委任地方弁護士会が、その検討プロセスに外国法事務弁護士が参

加できるように効果的な 機会の提供を確保する。 

② 外国法事務弁護士資格に対する報告プロセスを迅速化、合理化することにより、外国法

事務弁護士申請者が外国法事務弁護士として登録されるまでに要する時間を、不服申し立

てに要する時間も含めて短縮する。  

 

⑤関 係 法 令 外国弁護士による法律事務の取扱いに関

する特別措置法第４０条、第４３条、第

７条～第１４条  

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 ① 我が国においては、いわゆる弁護士自治の制度がとられているが、外国法事務弁護士も

弁護士会および日弁連に入会するものとされ、外国法事務弁護士に関する一定の議決に加

わるなどの機会が保障されている。 

② 外国弁護士が、我が国において外国法事務弁護士として活動するためには、法務大臣に

よる承認と日弁連の外国法事務弁護士名簿への登録が必要である。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

（説明） 
 ① 我が国においては、いわゆる弁護士自治の制度がとられ、弁護士に対する指導・監督その他弁護士の職

務活動に関する規律の作成は弁護士会及び日弁連に委ねられている。そして、外国法事務弁護士も弁護士

会および日弁連に入会するものとされ（外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第４０

条）、また、外国法事務弁護士は、所属弁護士会及び日弁連が外弁に関する会則・会規等を審議する総会に

出席し、意見を述べ、議決に加わることができるとされており（外国弁護士による法律事務の取扱いに関

する特別措置法第４３条）、現在でも外国法事務弁護士が会内手続に参加する機会は保障されているものと

承知している。 

② 外国弁護士が我が国において、外国法事務弁護士として活動するためには、法務大臣による承認と日弁

連が備える外国法事務弁護士名簿への登録が必要である（外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特

別措置法第７条～第１４条）。法務省が、外国法事務弁護士の承認申請を受理してから処理するまでに要す

る期間は、特段の事由が存在しない限り、概ね２か月であり、現在においても、特に長期間を要している

とは考えていないが、今後とも迅速な処理に努めていきたい。 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部審査監督課 
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【様式】                                   【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 民事訴訟の迅速化と効率化の拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

以下の司法制度改革審議会の意見書を速やかに実施する。 

ｂ訴訟のための公判及び提訴前の証拠収集手続を簡素化する。 

ｃ東京・大阪両地方裁判所における知的財産権部の強化、そして、証人、代弁者、裁判所調

査官のような専門家導入を通じて、知的財産権関係訴訟手続きを改善する。 

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

ｂについて：民事訴訟については、新民事訴訟法が平成１０年から施行されており、争点及

び証拠の整理手続の整備を含む審理の充実・迅速化を図るための様々な工夫が施されている。 

 
ｃについて：東京・大阪地方裁判所に、知的財産権関係事件の専門性にかんがみ、それぞれ

専門部を設け、この種の事件の処理に精通した裁判官、技術専門家である裁判所調査官を配置

して、専門的処理体制を整備・拡充している。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  

□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

司法制度改革審議会意見においては、次のような提言がされている。(1) 訴えの提起前の時期を含め当事者が

早期に証拠を収集するための手段を拡充すべきである。(2) 知的財産権関係事件への総合的な対応強化の方策の

１つとして、東京・大阪両地方裁判所の専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させるため、専門性が強

化された裁判官や技術専門家である裁判所調査官の集中的投入、専門委員制度の導入、特許権及び実用新案権

等に関する訴訟事件について東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化などにより、裁判所の専門的処理体制を

一層強化すべきである。 
政府は、この提言を踏まえ、民事訴訟法の見直しについて検討を行っている。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 日本における司法制度の改善 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

証拠収集手続を改善するため、以下の措置を取ることを要望する。 

ａ 民事訴訟法第１６３条に基づく照会に対する不適切な対応に対しては制裁を科す。 
ｂ 民事訴訟法第２２０条に規定されるいわゆる「自己使用」の例外を制限する。 
ｃ 訴訟当事者による施設調査権を整備する。 

 

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法第１６３条、第２１９条、第

２３２条、第２２０条第４号ニ 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 ａについて：民事訴訟の当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するた

めに必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、照会をすることができ

るものとされているが、照会に対する不適切な対応について制裁は設けられていない。 
 
ｂについて：専ら文書の所持者の利用のために供する文書は、一般義務としての文書提出義務

の対象から除外されている。 

 
ｃについて：検証の申出は、検証の目的を提示し、又は検証の目的の所持者に対する検証目

的提示の申立て等によりしなければならないものとされている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

司法制度改革審議会意見においては、民事裁判の充実・迅速化の観点から、証拠収集手続の拡充を図るとな

どが提言されている。 
政府は、この提言を踏まえ、民事訴訟法の見直しについて検討を行っている。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法 務 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 日本における司法制度の改善 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

司法手続きにおける透明性の拡大 米国は日本政府に対して、すべての人々に対して裁判記

録及び判決についてのより容易かつ時宜を得たアクセスを提供することにより、一般市民及び

ビジネス・コミュニティーにとって司法制度をより身近なものにすることを要望する。 

 

⑤関 係 法 令 憲法第８２条、民事訴訟法第９１条、第

９２条、行政事件訴訟法第７条、刑事訴

訟法第５３条  

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 憲法上、判決は、常に公開法廷で行うこととされ、裁判の対審は、原則として公開法廷で行

うこととされている（憲法第８２条）。また、裁判書を含む訴訟記録についても、営業秘密、

プライバシー等を保護しつつ、一定の場合に閲覧等が認められている（民事訴訟法第９１条、

第９２条、行政事件訴訟法第７条、刑事訴訟法第５３条）。  

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明） 

 我が国においては、憲法上、判決は、常に公開法廷で行うこととされ、裁判の対審ついても、基本的に裁判

所が裁判官の全員の一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合を除いて、公開法廷で

行うこととされている（憲法第８２条）。また、裁判書を含む訴訟記録についても、営業秘密、プライバシー等

を保護しつつ、一定の場合に閲覧等が認められている（民事訴訟法第９１条、第９２条、行政事件訴訟法第７

条、刑事訴訟法第５３条）。また、裁判所においては、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にす

るため、最高裁判所及び高等裁判所の判例集等の編集刊行を行ってきたほか、平成９年に最高裁判所のホーム

ページを開設して以来、同ホームページにおいて、最高裁判所判例集や、下級裁判所の知的財産権や労働事件

関係訴訟の判決など、判例情報の公開を順次進めてきていると承知している。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 裁判審理における企業秘密保護の拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

公開審理の過程で企業秘密が公開される問題に対処するために包括的な解決策を講じる企業

秘密を含む証拠の「インカメラ」審理（非公開審理）を導入することも適切な方策となり得る。 

 

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法第９２条第１項各号等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

原則として、民事訴訟における口頭弁論は公開の法廷で行われなければならず、また訴訟記

録は何人も閲覧をすることができるものとされている。 

  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  

□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

我が国の民事訴訟法においては、①裁判所が、当事者の申立てにより、訴訟記録のうち当事者の私生活上の

重大な秘密又は営業秘密が記載された部分の閲覧を当事者のみに限定する旨の決定ができるものとされ（第９

２条第１項各号）、また、②証人は、「技術又は職業の秘密に関する事項」について尋問を受けた場合には、証

言を拒絶することができるものとされ（第１９７条第１項第３号）、さらに、③「技術又は職業の秘密に関する

事項」で第１９７条第１項第３号により証言を拒絶することができる事項が記載されている文書は、一般義務

としての文書提出義務の対象から除外されている（第２２０条第４号ハ）等、営業秘密については、格別の保

護が図られている。 

なお、我が国においては、憲法上、厳格な裁判公開の原則が採用されているため（憲法第８２条第１項）、裁

判の傍聴を制限することなどにより営業秘密の保護を図ることは極めて困難である。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 代理人・依頼人間の基本的権利の明確化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

明確かつ法的根拠に基づく代理人・依頼人間の基本的権利を制定し、このような原則を完全

に尊重することを確保する。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法第２３条、民事訴訟法第１９７

条、第２２０条第４号ハ等 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負

うものとされている。また、民事訴訟においては、弁護士が証人として、その職務上知り得た

事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができ、弁護士が職務

上知り得た事実で黙秘すべき事項であって、黙秘の義務が免除されていないものが記載されて

いる文書は、一般義務としての文書提出義務の対象から除外されている。 

  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

弁護士法第２３条において、弁護士又は弁護士であった者は、法律に別段の定めがある場合のほか、その職

務上知り得た秘密を保護する権利を有し、義務を負うもの（罰則については、刑法第１３４条第１項）とされ

ており、弁護士の守秘特権が明文で認められている。我が国の民事訴訟手続においては、①弁護士が証人とし

て、その職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができるもの

とされ（民事訴訟法第１９７条第１項第２号）、また、②弁護士が職務上知り得た事実で黙秘すべき事項であっ

て、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書は、一般義務としての文書提出義務の対象から

除外されている（同法第２２０条第４号ハ）等、弁護士である代理人と依頼者との通信については、格別の保

護が図られている。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 



 21

【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 司法による救済の実効性の強化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

迅速かつ効果的な命令を発し、執行できる裁判所の権限を強化する。それは、行為差し止め

による救済を得ることができる民事訴訟の範囲を拡大すること、また、効果的と考えられる差

止命令を策定する裁判所の権限を強化することなどの方策による。 

 

 

⑤関 係 法 令 民法、民事訴訟法等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

裁判所が発する差止命令の内容は、実体法において定められた差止請求権の内容によって決

せられる。 

  

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

  該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

我が国では、法体系上、実体法と手続法が峻別されており、裁判所が発する差止命令の内容は、差止請求権

を認めた実体法上の権利の内容として定められている。 
我が国の法制上、生命・身体の侵害の場合はもとより、物権的権利や知的財産権の侵害等の場合に広く差止

請求が認められている。これ以外の場合について広汎に差止請求を認めることについては、どのような権利が

侵害された場合に認められるのか等、我が国の法制全体に影響を及ぼすものであり、理論上も実際上も極めて

困難な問題がある。 
したがって、裁判所に対し、その裁量に基づいて独自に効果的と考えられる差止命令を策定する権限を付与

することは困難である。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 関経連 

③項   目 訴訟代理人資格の緩和 

④意見・要望

等の内容 

 

当該会社の訴訟については、事件内容を熟知している会社の法務部員が代理人となれるよう

にしてほしい。 

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法第５４条、弁護士法第７２条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

簡易裁判所以外の裁判所において訴訟代理人となることができるのは、法令による代理人の

ほかは、弁護士に限られるとしている。報酬を得る目的で訴訟事件の代理等を取り扱うことを

業とすることができるのは、弁護士又は弁護士法人に限定されている。 

  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

民事訴訟法第５４条が定めている弁護士代理の原則は、いわゆる三百代言など不明朗な職業の発生を防止す

るとともに、必ずしも法律に明るいとはいえない当事者の利益保護を確実にし、かつ、訴訟手続の円滑を確保

することを目的とするものである。 

弁護士でない企業法務部員に対し、簡易裁判所以外の裁判所における訴訟代理権を付与した場合、弁護士で

ない者が「企業法務部員」と称して不特定多数の企業の訴訟に関与することを業とするなど、弁護士法第７２

条の規定が容易に潜脱されることが予想される。 
また、企業法務部員というだけでは訴訟追行のための十分な知識・技能を担保することはできず、弁護士で

ない企業法務部員が簡易裁判所以外の裁判所において訴訟代理人として訴訟を追行することにより、相手方当

事者の利益が害され、国民の司法に対する信頼が失われるおそれも極めて強い。 
したがって、企業法務部員に、簡易裁判所以外の裁判所における訴訟代理権を付与することは、極めて困難

である。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １ 法務関係 ②意見･要望提出者 カナダ 

③項   目 法制度改革 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

法曹人口の増加、日本の仲裁法の改正、民事訴訟の審理の迅速化と効率化という同審議会の

勧告を速やかに実施するよう強く要請する 

 

 

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関ス

ル法律 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲裁は、一定の法的紛争に関する審理判断を第三者に委ね、その判断に従うとする仲裁契約に基づいて

行われる紛争解決手続であり、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律において定められているが、同法

は、１００年以上も前の法律であり、国際的動向を見つつ、現代的な法制に整備すべきであるとの指摘が

されている。平成１０年に現行民事訴訟法が施行され、審理の充実・迅速化を図る方策として、争点及び

証拠の整理手続の整備、集中証拠調べの規定の新設等が導入された。その結果、民事訴訟の審理期間は、

全体として短縮されてきているが、国民の期待に応えるためには、なお一層の審理の充実と迅速化を図る

必要があるとの指摘がある。 

  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

仲裁について、個別事項ア⑧  

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

司法制度改革審議会意見においては、次のような提言がされている。 
(1) 国際連合国際商取引法委員会における検討等の国際的動向を見つつ、仲裁法制を早期に整備すべきであ

る。 

 （2）民事訴訟法の審理期間をおおむね半減することを目標として、計画審理の推進、訴え提起前の時期を含

め証拠収集手続の拡充等を行うべきである。 
政府は、この提言を踏まえ、新たな仲裁法制を早期に整備するための所要の検討及び民事訴訟法の見直しに

ついて検討を行っている。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務、住宅土地 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 短期賃貸借制度について 

④意見・要望

等の内容 

現行短期賃貸借制度の廃止の検討については、正当な賃貸借関係を保護する制度は必要であ

り、慎重に検討すべきである。 

⑤関 係 法 令  民法３９５条 ⑥共管 なし  

⑦制度の概要 

 

 

抵当権の登記後に抵当不動産に設定された賃借権は抵当権者に対抗できないのが原則である

が、民法６０２条の期間を超えない賃貸借は、その対抗要件を備えた場合は、抵当権者に対抗

できる。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

○ 規制改革推進３か年計画のⅢ１(3)イ⑰、Ⅲ１０(3)ア① 

短期賃貸借制度（民法３９５条）について、その制度の趣旨や一般市民が安心して参入で

きる不動産市場の形成、抵当不動産の賃貸借関係の安定性等を十分に踏まえつつ、廃止も含

めてその改正について検討を進める。（平成１５年通常国会に関係法案提出予定） 
 

○ 改革工程表の規制改革（都市再生）Ⅲ(1)②（平成１４年３月までに措置） 
抵当権を中心とした担保法制及びその実行としての執行手続等に関する法制について、現

行短期賃貸借制度の廃止を基本とする検討を含めた見直しを行い、改正に向けた試案を公表。 
 
○ 改革工程表の規制改革（都市再生）Ⅲ(2)（平成１４年度中に措置）） 

抵当権を中心とした担保法制及びその実行としての執行手続等に関する法制について、現

行短期賃貸借制度の廃止を基本とする検討を含めた見直し関係法案を国会に提出。 

 
○ 規制改革の推進に関する第１次答申の第１章６(1)オ 

競売の実効性確保【平成１４年度中に措置（法案提出）】 

民法（明治２９年法律第８９号）第３９５条の短期賃貸借保護制度については、抵当権に後

れる賃借権で事前に抵当権者が合意しないものは競売実施後の存続を一切認めないなど、廃

止を基本として検討するべきである。 
 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

法制審議会担保・執行法制部会において、担保・執行法制の見直しについて、調査・審議中。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 ストック・オプションの給与の代替としての付与禁止 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

商法において、従業員に対するストック・オプションの付与に関しては、それを給与の代替

として付与することを禁止する旨の規定を設けるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２８０条ノ１９ ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  
措置不能 
商法の規制の対象とはならない。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 在日米国商工会議所 

③項   目 司法制度の透明化 

④意見・要望

等の内容 

 

 訴訟関係書類及び判決の一般開示を規定すると同時に、私的事項、営業秘密及び秘匿事項の

秘密性を保護し、弁護士情報をより利用しやすいものにすることを求める。 

 

⑤関 係 法 令 憲法、民事訴訟法、行政事件訴訟法、刑

事訴訟法 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 憲法上、裁判の対審及び判決は、裁判所が裁判官全員の一致で公の秩序又は善良の風俗を

害するおそれがあると決した場合を除き、原則として公開法廷で行うこととされている（憲

法第 82 条）。また、裁判書を含む訴訟記録についても、営業秘密、プライバシー等を保護し

つつ、一定の場合に閲覧等が認められている（民事訴訟法第 91 条、第 92 条、行政事件訴訟

法第７条、刑事訴訟法第 53 条）。 

・ 裁判所においては、判例情報への国民の迅速かつ用意なアクセスを可能にするため、最高

裁判所及び高等裁判所の判例集等を編集・刊行してきたほか、インターネット上での判例情

報の公開を順次進めている。具体的には、平成９年に最高裁判所ホームページを開設して以

来、最近の主要な最高裁判所の判決、下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決、労働事件の

主要な裁判例に引き続き、最高裁判所判例集（昭和 22 年以降）登載の判例について順次公

開を進めている。 

・ 弁護士情報については、平成 12 年 10 月より弁護士広告が原則自由化され、弁護士会にお

いても、弁護士の取扱業務等の情報をインターネット上で提供するなど弁護士情報の開示を

進めている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

【Ⅲ－１－(2)①】 

 弁護士事務所の法人化による執務態勢の強化、兼職及び営業等の制限の自由化等、弁護士へ

のアクセス拡充等の観点から所要の改革を行う。 

 
【Ⅲ－１－(3)－ア⑥】 

 弁護士情報の公開第三者評価の導入の要否を含め、利用者に有益な弁護士の専門分野や実績

等についても広告対象とすることについて、日本弁護士連合会に対し、必要な協力を行うとと

もに、所要の措置が早期に講じられるよう要請する。 

 
【別添(2)－⑬】 

 法律又はそれぞれの資格者団体の会則により広告規制が行われている各資格（公認会計士、

行政書士、司法書士、土地家屋調査士、税理士及び社会保険労務士）について、広告規制が見

直されるよう必要な措置を講ずる。 

 

⑨対応の状況 ■ 一部措置済･措置予定   ■ 一部検討中     □ 措置困難  □ その他 

 ■ 一部措置済        □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 一部措置予定       ■ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：段階的に実施）    
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（説明） 
 訴訟関係書類及び判決の一般開示については、「⑦制度の概要」で述べたとおり、既に相当程度実現されてい

るが、なお司法制度改革審議会意見において、「判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホー

ムページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。」とされているところであり、今後も、引き続き、裁

判所等において、同審議会意見を尊重しつつ検討が進められ、必要な措置が講じられるものと考えている。 

 弁護士情報の利用の容易化については、「⑦制度の概要」で述べたとおり、弁護士会において既に取組が進め

られているところであるが、司法制度改革審意見書で「個々の弁護士の報酬情報の開示・提供の強化」「弁護士

広告の原則自由化に関し、弁護士の専門分野や実績等についても広告対象として認める方向で検討を加え、必

要な措置を講じるべきである。、「懲戒処分の過程・結果等に関する公表の拡充」等とされており、今後も、引

き続き、弁護士会等において、同審議会意見を尊重しつつ、必要な取組が行われるものと考えている。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 個人２件 

③項  目 資格士業（行政書士，司法書士，税理士等）の統合・相互参入  

④意見・要望

等の内容 
 
 

 現在の法律業８士は、その業務の範囲が細分化されているため、１人の士がすべての資格を

持っている希な場合以外は、国民の依頼に対応することができない状態にあるので、各隣接士

業の相互参入か類似士業の統廃合を行ってほしい。 

⑤関 係 法 令 弁護士法  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 弁護士法において、弁護士でない者が、報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律事

務を行うことを業とすることを禁止している（罰則あり）。 
 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 【Ⅲ-１-�-①】、【別添２�①】 

 司法書士及び弁理士の訴訟代理等については、規制改革委員会の第２次見解及び司法制度改

革審議会の審議結果等を踏まえ、司法サービスへのアクセス向上等の観点から検討し、結論を

得て所要の措置を講ずる。 
 

⑨対応の状況 ■ 一部措置済･措置予定   ■ 一部検討中    □ 措置困難   □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：平成１４年度）  
   

（説明）  

 この問題は、法曹人口の大幅増員や弁護士制度の在り方等とも関連する論点であり、司法制度改革審議会意

見において、「訴訟手続において、隣接法律専門職などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易

裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、

簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである。弁

理士への特許権等の侵害訴訟（弁護士が訴訟代理人となっている場合に限る。）での代理権については、信頼性

の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。税理士について、税務訴訟において、裁判所の

許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し，陳述する権限を認める

べきである。行政書士，社会保険労務士、土地家屋調査士など、その他の隣接法律専門職種などについては、

その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の

範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題として考えられる。」とされて

おり、このうち、税理士については、既に立法がされたところであり、司法書士及び弁理士については、第１

５４回国会に、規制改革推進３か年計画及び上記審議会意見に沿った内容の法案が提出されている。その他の

隣接法律専門職については今後、同審議会意見及び司法制度改革推進計画（平成１４年３月１９日閣議決定）

に従って所要の措置が講じられる見込みである。 

 また、隣接・類似資格の統合については、慎重に検討を進めていくべきものと思料する。 
 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 在日米国商工会議所 

③項   目 弁護士・依頼者間の秘匿特権の明確化 

④意見・要望

等の内容 

 明確に明示された弁護士・依頼者間の情報秘匿特権を創設すべきである。 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟

法 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

・ 弁護士法において、弁護士又は弁護士で在った者は、法律に別段の定めがある場合を除き、

その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う旨規定している（弁護士法第

23 条）。 

・ 民事訴訟法及び刑事訴訟法において、弁護士又は弁護士の職に在った者は、職務上知り得

た他人の秘密に関する事実について証言を拒絶することができる旨規定している（民事訴訟

法第 197 条第１項第２号、刑事訴訟法第 149 条）。 

・ 刑事訴訟法において、弁護士又は弁護士の職に在った者は、業務上委託を受けたことによ

り保管し又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒絶することができ

る旨規定している（刑事訴訟法第 105 条）。 

・ 民事訴訟法において、弁護士又は弁護士の職に在った者は、職務上知り得た他人の秘密に

関する事実が記載されている文書の提出を拒絶することができる旨規定している（民事訴訟

法第 220 条第４号）。 

・ 刑法において、弁護士又は弁護士の職に在った者が、職務上知り得た他人の秘密を漏らし

たときは、刑事罰に処せられる（刑法第 134 条。６月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ） 
    

（説明）  

弁護士の守秘特権については、「⑦制度の概要」で述べたとおり、我が国においても、弁護士法第 23 条、民

事訴訟法第 197 条第１項第２号、同法第 220 条第４号、刑事訴訟法第 105 条、同法第 149 条、刑法第 134 条

等により、既に明文化されている。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 関西経済連合会 

③項   目 インターネットによる公告掲載 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

インターネットによる公告掲載現在商法上官報又は日刊新聞紙に限られている公告の方法に

関して、インターネットを利用する方法も認めることとすべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第１６６条第４項等 ⑥共管 該当なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

商法で株式会社が公告すべき場合として定められている場合においては、株式会社はあらか

じめ定款で定めた官報又は日刊新聞紙による方法により、公告を行わなければならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 Ⅱ１（３）ウ ⑥ 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

本要望については、平成１３年４月１８日の法制審議会会社法部会による商法等の一部を改正する法律案要綱

中間試案において、インターネット等による電子公告の導入が掲げられているところであり、各種の公告のうち

商法第２８３条所定のいわゆる決算公告に関しては、平成１３年１１月２８日に公布された商法等一部改正法

（平１３法１２８）においてインターネットを利用して行う方法が新たに認められた。 
しかしながら、決算公告以外の株式会社が行う公告に関しては、電子公告の実施主体等について問題があるこ

とから、平成１４年１月１６日に法制審議会会社法部会で決定された商法等の一部を改正する法律要綱案におい

ては手当てが見送られたが、今後引き続き必要な検討を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 少数株主の株式強制買取制度及びキャッシュアウト・マージャーの導入 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

① 子会社を設立する上で、すべての株主に対して同一条件で株式を買い付けることを条件とし

て、株式買付に反対する少数株主の有する株式を現金等で強制的に買い取ることを許容する

強制株式買取制度を創設する。 
② 消滅会社の株主に対し、存続会社または新設会社の株式に代えて現金等を交付する形態の

合併制度を創設する。 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

要望に係る制度は、商法上、設けられていない。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

①については、既に創設された株式交換制度を利用することにより、同様の結果を達成することが可能である。

②に関しては、少数株主の保護に関して慎重な検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 商法改正プロセスに対する外国企業及び法律関係者の参加 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 

① 商法改正に当たり、外国の法律専門家や企業の代表者が法制審議会会社法部会にオブザー

バーとして参加できる資格を与えるなど、これらの者に国内の企業及び法律関係者に与えら

れているのと同様の商法改正への意見表明の機会を提供すべきである。 

② 商法改正に関する提言を準備中の審議会が提言をまとめる前にパブリック・コメントを募

集することを確保すべきである。 

 

⑤関 係 法 令  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

規制に関する要望事項ではない。 
なお、商法改正に当たっては、日本国内外の意見を適宜採り入れているところであり、また、法制審議会が

改正試案等をとりまとめるに当たっては、パブリック・コメントを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本自動車工業会 

③項   目 子会社による親会社株式保有規制の撤廃 

④意見・要望

等の内容 

 

子会社による親会社株式保有規制を撤廃すべきである。 

 

⑤関 係 法 令 商法第２１１条ノ２ ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

子会社による親会社株式の取得は、一定の場合を除き、禁止されている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

金庫株の解禁等に係る商法等の一部改正法（平成１３年法律第７９号）は、会社がその自社株を取得すること

を一定の要件の下に原則として認めたが、子会社による親会社の株式の取得の禁止については、従来どおりの規

制を残すこととし、一般的に認めることとはしなかったが、それは以下の理由によると考えられる。 

① 改正法は、自己株式の取得につき目的規制は廃止したものの、財源規制は維持している。したがって、子

会社による親会社株式の取得を認めることとするときは、それが親会社の会社財産の維持を損なうことがな

いように、親会社の財産状況に応じた財源規制を設けることが必要になる。特に、親会社が発行する新株を

子会社が引き受けて取得するときは、親会社の資本の空洞化が生じるおそれがある。しかしながら、現実に

は、一つの親会社の下に多数の子会社が存在するような場合を考えると、すべての子会社について、親会社

の配当可能利益の範囲内で授権決議ができるとするときは、結果として、過剰な親会社の株式の取得を認め

ることになってしまうおそれがある。 
② 親会社自身の自己株式取得については、資本の欠損が生じた場合に、その会社の取締役が責任を負うこと

とされている（新法第 210 条ノ２）が、子会社の取締役に、どのような要件の下に、どのような責任を負わ

せるのが相当かという困難な問題がある。③仮に適切な取得規制を設けることができたとしても、子会社の

取得した親会社株式の処分に関しては、新株発行と同様の手続規制を設けることができず、一般的な処分方

法を規定することもできないため、子会社を経由することにより、親会社の株式が不当な価格により処分さ

れる危険性等を完全に排除することができない。 

以上の諸問題の解決は極めて困難であり、本要望については措置困難である。 
 
 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 非課税の株式交換の外国会社への適用 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

外国会社を一方当事者とするような株式交換を認めることとすべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令  商法第３５２条等 ⑥共管 該当なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

商法に基づいて株式交換契約を締結することができる当事者は、我が国の商法に基づいて設

立された会社に限られる。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

外国会社との間の株式交換に関しては、その実施により一方の会社の株主が強制的に国外に所在する他方の会

社の株主とされるため、株主保護の見地から問題が多い。 

また、比較法的に見ても、外国会社との間で組織法上の行為をすることができるとする法制は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 関西経済連合会、米国 

③項   目 ＩＴを利用した株主総会における議決権行使 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

インターネットを用いた議決権行使を認めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 Ⅱ１（３）ウ ⑤ 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

平成１３年１１月２８日公布の商法等一部改正法（平１３法１２８）により措置済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 関西経済連合会、米国 

③項   目 株主総会招集通知の電子化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

株主総会の招集通知の送付方法として電子メールによる送付の方法を認めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２３２条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 Ⅱ１（３）ウ ④ 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 平成１３年１１月２８日公布の商法等一部改正法（平１３法１２８）により措置済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 経済団体連合会 

③項   目 レストリクテッド・ストック・プランの導入 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

米国で認められているレストリクテッド・ストック・プランを我が国の公開会社でも導入で

きるようにすべきである。 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 財務省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

従来はストック・オプションの譲渡は一律に禁止されていたところであるが、平成１３年の臨時国会で成立

した商法等の一部改正法（平成１３年法律第１２８号）により、ストック・オプション（新株予約権）の譲渡

禁止を解除することが認められることとなった。 
また、同改正法により、普通株式への転換予約権付の償還株式（譲渡を強制償還事由とするもの）の発行も

認められるようになった。 
したがって、新株予約権や上記の普通株式の転換予約権付の償還株式などを利用することにより、少なくと

も商法上は、米国で認められているレストリクテッド・ストック・プランと同様の効果を有する制度を我が国

の公開会社に導入することについて、特に障害は存しなくなったものと考えられる。 
なお、公開会社が譲渡制限株式を発行できないのは、そもそも商法によって課された規制ではない。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 

 



 38

【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 関西経済連合会 

③項   目 トラッキング・ストック発行要件の法制化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

商法にトラッキング・ストックの発行に関する明文規定を設けるべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 商法、証券取引法 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

  

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 平成１３年１１月２８日公布の商法等一部改正法（平１３法１２８）により措置済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 商法におけるコーポレート・ガバナンス規制の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

① 会社が監査役制度に代わって社外取締役が過半数を占める監査委員会を設置することを選

択することを認めるべきである。 
② 会社に社外取締役を最低１名導入することを義務付ける場合には、その対象は、すべての

大会社ではなく、上場会社に限られるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

該当制度なし 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

記載なし  

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：平成１４年の通常国会に法案提出予定）  
   

（説明）  

 平成１４年の通常国会に法案提出予定。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 

 

 

 



 40

【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 全国地方銀行協会 

③項   目 法定準備金取崩しによる配当財源確保等の際の債権者保護手続の簡素化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 

法定準備金の取崩しを行う際に必要とされる債権者保護手続の内容を簡素化すべきである。 

特に預金者など多数の債権者を抱える銀行には債権額などに応じ個別催告の送付を省略でき

る場合を認めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２８９条、第３７６条、銀行法 ⑥共管 財務省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

法定準備金の取崩しを行うためには知れたる債権者に個別に催告を送付するなどの債権者保

護手続が必要とされている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

法定準備金は、資本金と同様、債権者保護のために社内に留保されているものであり、その取崩しを行うため

の債権者保護手続を減資の場合の債権者保護手続よりも大幅に簡素化することについては、問題が存する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 EU 

③項   目 商法の透明性の向上 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

Ｍ＆Ａに適用されるルールを中心に、商法の明確性を高めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

   要望の具体的な内容が不明である。 
なお、合併、株式交換、会社分割等につき、既に商法改正を行ったところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 企業統治の在り方 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 

コーポレート・ガバナンスに関する制度の改善にあたっては、労働組合や従業員を含むステ

ークホルダーの利益の確保や意思反映がされるべきであり、監査役を置く会社にあっては監査

役のうち１名以上、社外取締役などから構成される監査委員会を設置する会社にあってはその

構成員のうち１名以上は、労働組合代表ないし従業員代表とすべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 Ⅲ１(3)イ⑤ 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望は、会社にとって規制を強化する方向の制度化を求めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 株主代表訴訟における株主要件の限定に反対 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 株主代表訴訟を提起できる株主を対象行為時の株主に限定することに反対する。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

要望に係る制度は、商法上、設けられていない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 いわゆる株主代表訴訟の合理化等に関する商法等の一部改正法（平成 13 年法律第１４９号）の国会審議の過

程で、株主代表訴訟を提起できる株主の範囲に限定を加える旨の原案規定は、修正により削除されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 株主総会特別決議事項の定足数の見直しについて慎重に検討すべきこと 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

商法改正に当たり、株主総会の特別決議事項の定足数要件を、現行の商法規定より緩和する

ことに関しては、慎重に検討すべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望に関しては、商法等の一部を改正する法律案要綱中間試案に対するパブリック・コメント及び法制審議

会における議論を踏まえた上で、平成１４年の通常国会に提出予定の商法等一部改正法案において、特別決議事

項の定足数を議決権総数の過半数からその３分の１に引き下げる旨の措置を講じる予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本労働組合総連合会 

③項   目 会社運営の電子化に際しての選択制や本人の同意の必要性 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 会社運営の電子化に際しては、デジタル・デバイドの問題を考慮して、電子的手段と書面との

選択制や本人の同意の必要性などを商法の規定に盛り込むべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第 175 条第５項（平 13 法１２８によ

る改正後）等 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望については、平成１３年の臨時国会において成立した商法等一部改正法（平成１３年法律１２８号）に

おいて措置済みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 日本自動車工業会 

③項   目 単元未満株主の共益権 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

単元未満株主には共益権を付与しないこととすべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２２１条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

単元未満株主は、株主代表訴訟提起権など１株以上の株式を有する株主に付与されている単独

株主権をすべて有するものとされている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

単元未満株主は、端株主と異なり、１株以上の完全な株式を有するものであり、株主代表訴訟提起権など１株

以上の株式を有する株主に付与されている単独株主権をすべて有すべきことは当然である。また、単元未満株主

による濫訴的な株主代表訴訟の提起が頻発しているなどの弊害も現時点では特に生じておらず、現時点では特に

この点に関して措置すべき強い必要性があるとは思われない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国、カナダ 

③項   目 コーポレート・ガバナンス 

④意見・要望

等の内容 

 

 

コーポレート・ガバナンスに関する商法改正に当たり、大量の株式持合い関係にある企業又

は系列企業の従業員又は元従業員は「社外取締役、の定義から除くべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 法第１８８条第２項（平１３法１４９に

よる改正後） 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 平成１３年の臨時国会で成立した商法等一部改正法（平成１３年法律第１４９号）により、現に対象会社の

子会社の取締役又は使用人である者、又は過去対象会社の子会社の取締役又は使用人であった者は、「社外取

締役」の定義から除かれた。なお、社外取締役かかる社外取締役に期待されている機能からみて、必ずしも適

当であるとは考えられない。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 現物出資財産についての弁護士の価格の相当性に関する証明制度の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 現物出資等がなされた際に出資対象不動産の価格の相当性を証明できる者として、現行法の弁

護士のほかに重役会議を加えるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第１６８条第１項、第１７３条第３

項 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

現物出資がなされた際に出資対象不動産の価格の相当性を証明できる者として、現行法の弁

護士のほかに重役会議を加えるべきである。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

平成１４年の通常国会に提出予定の商法等一部改正法案において、弁護士等の専門家による財産の価格の証明

制度を拡充し、監査法人、公認会計士、税理士等が財産の価格の証明を行うことを認める旨の改正を行う予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 取締役会の決議方法  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

電話会議や書面による全員の同意表明等による取締役会の決議を認めることとすべきである。 

 

⑤関 係 法 令 商法第２６０条ノ２ ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 電話の方法による取締役会の開催については、これを認める方向で現在検討中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 株主代表訴訟制度 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

株主代表訴訟制度に関して、取締役の責任軽減を容易にする措置を講じるべきではなく、株

主代表訴訟制度に関するいかなる改正も取締役の説明責任の原則を損なうものではないことを

確保する。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２６６条等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望に関しては、商法等一部改正法（平成１３年法律第１４９号）により改正済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 会計基準 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

国際的に認められている会計基準の採用における最近の進展を国際的に認められた監査基準

に即した外部監査によって、そのような基準を厳密に実施することで補完すべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

公認会計士など会計監査に携わる専門家や企業等の関係者の自主的努力によって対応すべき問題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 外国企業への法定代理人の義務付け  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

外国企業への法定代理人の義務付けを行わないようにすべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第４７９条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 外国会社が日本において継続的に取引を行うときは、日本における代表者と営業所を設置しな

ければならない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 平成１４年の通常国会に、外国会社が日本において継続的に取引を行う場合における営業所の設置義務の撤廃

等を内容とする商法等の一部改正法案を提出する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 ストック・オプション 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

ストック・オプションの限度枠、付与対象者、譲渡禁止に関する規制を撤廃すべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２８０条ノ１９以下等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：平成１４年４月１日）  
   

（説明）  

 平成１３年１１月２８日公布の商法等一部改正法（平成１３年法律第１２８号）により措置済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 取締役の選任に関する種類株式の発行解禁 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 各クラスの株主にそれぞれクラス毎に定められた一定数の取締役の選任権を与えるような 

形の種類株式の発行を解禁すべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２２２条  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

取締役の選解任について内容の異なるような種類株式を発行することは認められていない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 平成１４年の通常国会に提出予定の商法等一部改正法案において措置を行う予定である。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 米国 

③項   目 議決権なき種類の株式の発行枠に関する規制緩和 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

少なくとも株主の同意が存する場合には無議決権株式の発行枠に関する制限を撤廃すべきで

ある。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法第２４２条第３項 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

無議決権株式は会社の発行済株式総数の３分の１を超えて発行することができないものとさ

れている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望については、平成１４年の通常国会に、無議決権株式の発行枠を会社の発行済株式総数の３分の１から

２分の１に引上げる旨等を盛り込んだ商法等の一部改正法案を提出する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 関経連・オリックス 

③項   目 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の適用の拡大  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の適用を一般化し、中小企業の株式等へ

の投資を目的とする組合以外についても同法の適用を受けられるようにすべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 中小企業等投資事業有限責任組合契約に

関する法律、商法第５３５条以下等 

⑥共管 経済産業省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の適用において、中小企業の株式等への

投資を目的とする所定の要件を充足した組合については、組合の一種として課税主体とならな

い旨の税法上の取扱いがなされる一方で、私法上、法人格がなくとも登記適格を認めるなど、

その取引の円滑化や取引の相手方の保護などの措置が講じられている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 本要望については、平成１３年１２月１１日の総合規制改革会議による規制改革の推進に関する第一次答申に

おいて、平成１４年度中に、合理的かつ健全な事業組織形態の在り方についての、税法上の取扱いと併せて、私

法上の問題点の整理と検討を開始することとされており、これを受けて、平成１４年度中に、各界からの様々の

指摘を勘案しつつ、私法上の問題点について必要な研究と検討を開始することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 経団連・関経連・リース事業協会・オリ

ックス 

③項   目 流動化における「事後設立」に係る規制緩和 

④意見・要望

等の内容 

 

資産流動化を図るための新設会社について、事後設立の場合に規定されている検査役による

調査や専門家による証明書の取得についての義務付けの撤廃 

 

⑤関 係 法 令 商法第２４６条第２項 、資産の流動化に

関する法律第６１条第１項但書・第２項 

⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

資産流動化を図るための新設会社会社を含め、会社がその成立後 2年以内にその成立前から

存在する財産を営業のために利用するときに、その財産を資本の 20分の 1以上に当たる対価に

よって取得する場合には、その財産取得契約を調査するために裁判所に検査役の選任を請求す

ることが必要とされている。ただし、一定の財産については専門家による証明書があれば、か

かる検査役調査を要しない旨が定められている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 記載なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

 １．資産流動化スキームを規律するための法令としては、既に「資産の流動化に関する法律（平成１０年法律

第１０５号）」が存在しているところ、同法は、第６１条第１項ただし書で、資産流動化計画への記載を条件

として、資産流動化を図るための特定目的会社については事後設立規制の対象外としている。なお、同法は、

平成１２年法律第９７号による改正で、特定目的会社が借入方式で資金調達を行うことも解禁するなど、そ

の適用対象を大幅に拡充している。 

２．検査役調査制度に関しては、「資産流動化を図るための新設会社」のみについて、商法上一律に事後設立規

制の対象外とすることは、そのこと自体の合理性に疑問があるだけでなく、「資産流動化を図るための」新設

会社とそうでない新設会社とを区別することも困難であるので、かかる措置を講じることは困難である。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分    野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 高知県議会 

③項    目 法曹人口の大幅増員等 

④意見・要望等

の内容 

 ① 法曹人口の増加、② 裁判官の任用について意見を述べる制度の確立、③ 陪・参審制度

の導入を図るべきである。 

⑤関 係 法 令 司法試験法、裁判所法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

・①について 

  司法試験合格者は、平成１１年度は１、０００人程度に増加されている。 

 

・③について 

  陪審制は、国民から選ばれた陪審員が事実認定を行う制度であり、我が国においても刑事事

件に関する陪審制を定めた陪審法（大正１２年法律第５０号）が昭和３年１０月１日から施行

されたが、昭和１８年４月１日に同法の施行が停止された。 

 

 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

・①について 

ａ 司法試験の合格者の１、５００人程度への増加については、修習の内容や方法の改善、司法

修習生への受入れ態勢等について継続的に調査・検討を行った上で、国民各層からの意見を反

映しつつ、司法制度改革審議会が行う検討の結果をも踏まえて、早急に結論を得て、所要の措

置を講ずる。 

 

ｂ 更なる法曹人口の大幅増員については、司法制度改革審議会の、中間報告において「法科大

学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、計画的にできるだけ早期に

３、０００人程度の新規法曹の確保を目指す必要がある」と取りまとめられているところであ

り、同審議会の検討の結果をも踏まえて、適切かつ迅速に実現を図る。 

 

 

⑨対応の状況 

 

 

 

 

 

□  措置済･・措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中（②、③について） 

 

 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中（ ①について） 

 

（実施（予定）時期：       ）   
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（説明） 

①について： 

  司法制度改革審議会は、平成１３年６月１２日、同審議会意見において、「平成１４年の司法試験合格者を

１、２００人程度とするなど、現行司法試験の合格者数の増加に直ちに着手することとし、平成１６年には合

格者数１、５００人を達成することを目指すべきである。法科大学院を含む新たな法曹養成制度の状況等を見

定めながら、平成２２年ころには新司法試験の合格者数の年間３、０００人達成を目指すべきである。」とし、

政府は、同月１５日、同審議会意見を最大限尊重して改革に取り組む旨の閣議決定をしたところである。これ

を受け、司法試験管理委員会は、平成１３年１１月９日、平成１４年度以降の司法試験について、司法制度改

革審議会意見を最大限尊重することを決定した。 

政府は、同年１２月１日、司法制度改革推進法に基づき、内閣に、全閣僚からなる司法制度改革推進本部を

設置するとともに、平成１４年３月１９日、司法制度改革審議会意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の

改革と基盤の整備に関し、政府が講ずべき措置を明らかにする「司法制度改革推進計画」を閣議決定したとこ

ろであって、同計画では、「法科大学院を含む新たな法曹育成制度の整備の状況等を見定めながら、平成２２

年ころには司法試験の合格者数を年間３、０００人程度とすることを目指す。」、「現行司法試験の合格者数

を、平成１４年に１、２００人程度に、平成１６年に１、５００人程度に増加させることとし、所要の措置を

講ずる。」としているところである。 

  今後、この閣議決定に従って、所要の検討・措置が講じられる見込みである。 

 

②について：  

  司法制度改革審議会は、同審議会意見において、最高裁判所が下級裁判所の裁判官として任命されるべき者

を指名する過程に国民の意思を反映させるため、最高裁判所に、その諮問を受け、指名されるべき適任者を選

考し、その結果を意見として述べる機関を設置すべきである、としたところである。 

  政府は、上記のとおり、「司法制度改革推進計画」を閣議決定したところであるが、同計画では、「最高裁

に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べ

る機関を設置するとともに、その機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき適任者の選考に関する判断を行い

得るように適切な仕組みを整備することについて、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要

な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。」としているところである。 

 今後、この閣議決定に従って、所要の検討・措置が講じられる見込みである。 

 

③について： 

  司法制度改革審議会は、国民の司法参加に関し、陪審制・参審制を含めてその在り方を検討した結果、同審

議会意見において、刑事訴訟手続のうち、法定刑の重い重大犯罪に係る事件について、広く一般の国民が、裁

判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度

（裁判員制度）を導入すべきであるとしたところである。 

 政府は、上記のとおり、「司法制度改革推進計画」を閣議決定したところであるが、同計画は、「刑事訴訟手

続への新たな参加制度の導入」として、「司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言している

ところを踏まえ、刑事訴訟手続において広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内

容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度（いわゆる裁判員制度）を導入することとし、

所要の法案を提出する（平成１６年通常国会を予定）。」としているところである。 

   今後、この閣議決定に従って、所要の検討・措置が講じられる見込みである。 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分    野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 高知市議会 

③項    目 陪審制度の改良、復活 

④意見・要望等

の内容 

 国民の司法参加の形態については、陪審制度が採用されるべきである。 

⑤関 係 法 令  なし ⑥共管   なし 

⑦制度の概要 

 

 陪審制は、国民から選ばれた陪審員が事実認定を行う制度であり、我が国においても刑事事件

に関する陪審制を定めた陪審法（大正１２年法律第５０号）が昭和３年１０月１日から施行され

たが、昭和１８年４月１日に同法の施行が停止された。 

⑧計画等におけ

る記載の状況 

 該当なし 

⑨対応の状況 □  措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ） 

    

（説明）   

司法制度改革審議会は、国民の司法参加に関し、陪審制を含めてその在り方を検討した結果、平成１３年６月

１２日に取りまとめた同審議会意見において、刑事訴訟手続のうち、法定刑の重い重大犯罪に係る事件について、

広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与すること

ができる新たな制度（裁判員制度）を導入すべきであるとしたところである。 

 政府は、同月１５日、同審議会意見を最大限尊重して改革に取り組む旨の閣議決定をし、同年１２月１日、司

法制度改革推進法に基づき、内閣に、全閣僚からなる司法制度改革推進本部を設置するとともに、平成１４年３

月１９日、司法制度改革審議会意見の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し、政府が講

ずべき措置を明らかにする「司法制度改革推進計画」を閣議決定したところである。同計画は、「刑事訴訟手続へ

の新たな参加制度の導入」として、「司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを

踏まえ、刑事訴訟手続において広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に

主体的、実質的に関与することができる新たな制度（いわゆる裁判員制度）を導入することとし、所要の法案を

提出する（平成１６年通常国会を予定）。」としているところである。 

 今後、この閣議決定に従って、所要の検討・措置が講じられる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 米国、カナダ 

③項   目 法曹人口の大幅増員等  

④意見・要望

等の内容 

 早急に司法試験合格者を最低でも年に１５００人に増加させ、合格者を年に３０００人に増

加させる計画を策定するなど、法曹人口の増加を速やかに実施する。 

⑤関 係 法 令 司法試験法、裁判所法、弁護士法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 司法試験合格者数は平成９年度７００人程度であったところ、平成１０年度は８００人程度

に、平成１１年度以降は１、０００人程度に増加されている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

ａ 司法試験の合格者の 1、500 人程度への増加については、修習の内容や方法の改善、司法修

習生の修習先への受入れ態勢等について継続的に調査・検討を行った上で、国民各層からの

意見を反映しつつ、司法制度改革審議会が行う検討の結果をも踏まえて、早急に結論を得て、

所用の措置を講ずる。 

ｂ  司法試験合格後に民間における一定の実務経験を経た者に対して法曹資格の付与を行うた

めの具体的条件等を含めた制度的な検討については、司法試験合格者数の 1、500 人への増加

問題についての検討の一環として、早急に結論を得て、所要の措置を講ずる。 

ｃ 更なる法曹人口の大幅増員については、司法制度改革審議会の、中間報告において、｢法科

大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、計画的にできるだけ早期

に 3、000 人程度の新規法曹の確保を目指す必要がある｣と取りまとめられているところであ

り、同審議会の検討の結果をも踏まえて、適切かつ迅速に実現を図る。  
 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明） 
 司法制度改革審議会意見において、「平成１４年の司法試験合格者数を１、２００人程度とするなど、現行司

法試験の合格者数の増加に直ちに着手することとし、平成１６年には合格者数１、５００人を達成することを目

指すべきである。法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成２２年ころには新

司法試験の合格者数の年間３、０００人達成を目指すべきである。」とされたことを踏まえ、司法試験管理委員

会は、平成１３年１１月９日、平成１４年度以降の司法試験について、司法制度改革審議会意見を最大限尊重す

ることを決定したところであり、今後更に司法制度改革推進計画（平成１４年３月１９日閣議決定）に従って所

要の措置が講じられる見込みである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部司法法制課 

 

 



 62

【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 全国青年社会保険労務士連絡協議会 

③項   目 弁護士報酬の見直し  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

国民を司法サービスから遠ざけている最大の原因は弁護士報酬の高額さにあるので、是正す

べきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 弁護士法において、弁護士会及び日本弁護士連合会の会則に「弁護士の報酬に関する標準を

定める規定」を定めなければならないとしている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 【別添２(1)⑫】 

 弁護士について、司法制度改革審議会の審議結果をも踏まえ、報酬規定を会則記載事項から

削除する。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：平成１５年度）   
  

（説明）  

 この問題は、弁護士制度の在り方とも関連する論点で、司法制度改革審議会意見において、「弁護士報酬の

透明化・合理化の見地から、例えば、個々の弁護士の報酬情報の開示・提供、報酬契約書の作成の義務化、依

頼者に対する報酬説明義務化、依頼者に対する報酬説明義務等の徹底を行うべきである。」とされており、今

後、同審議会意見及び司法制度改革推進計画（平成１４年３月１９日閣議決定）に従って所要の措置が講じら

れる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 法務関係 ②意見･要望提出者 経団連 

③項   目 産業戦略に沿ったタイムリーな知的財産権の取得･活用 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

知的財産権を尊重する風土を醸成するシステムの構築に向けて、例えば、特許裁判の専属管

轄化など、改革をさらにすすめるべきである。 

 

  

 

⑤関 係 法 令 民事訴訟法第６条  ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作者の権利に関する訴えは、被告

の普通裁判籍所在地等を管轄する裁判所のほか、東京地方裁判所･大阪地方裁判所にも競合的に

訴えを提起することができる。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

 司法制度改革審議会意見においては、知的財産権関係事件への総合的な対応強化の方策の１つとして、東京・

大阪両地方裁判所の専門部を実質的に｢特許裁判所として｣機能させるため、特許権及び実用新案権等に関する訴

訟事件の東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化を含め、裁判所の専門的処理体制を一層強化するべきである旨

提言されている。 

 政府は、この提言を踏まえ、民事訴訟法の見直しについて検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 １４ 法務関係 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 特任検事（検察庁法第１８条第３項に基づき任命された検事）及びその出身者に対する弁護

士資格の付与 

④意見・要望

等の内容 

 

 特任検事として３年以上の職務経験がある者に対しては、法曹資格、とりわけ弁護士資格を

付与してほしい。 

 

 

⑤関 係 法 令 弁護士法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 弁護士となる資格を有する者は、原則として司法修習生の修習を終えた者に限られ、法律学

の教授・助教授経験者等の例外はあるものの、特任検事経験者に対しては弁護士となる資格は

与えられていない。 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

該当なし 
 
 
 
 
 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明） 
 特任検事経験者に対する法曹資格の付与については、司法制度改革審議会意見において、「特任検事、副検

事、簡易裁判所判事の経験者の有する専門性の活用等を検討し、少なくとも、特任検事へ法曹資格の付与を

行うための制度整備を行うべきである。」とされており、今後、同審議会意見及び司法制度改革推進計画（平

成１４年３月１９日閣議決定）に従って所要の措置が講じられる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 

 

 

 



 65

【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分     野 金融 ②意見･要望提出者 社団法人リース業協会 

③項     目 債権譲渡登記制度の拡充   

④意見・要望等

の内容 

 

 

 

 債権譲渡登記を経由することによって、債権譲渡の債務者対抗要件も具備できるようにするこ

と。 

⑤関 係 法 令 民法第４６７条、債権譲渡の対抗要件

に関する民法の特例等に関する法律第

２条 

⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

民法は、指名債権譲渡の対抗要件につき、債務者に対しては、当該譲渡の通知又は債務者の承

諾を、債務者以外の第三者に対しては、その通知又は承諾が確定日付ある証書をもってなされる

ことを、それぞれの対抗要件と定めている（同法第４６７条）。債権譲渡の対抗要件に関する民

法の特例等に関する法律により、法人がする金銭債権の譲渡につき、債権譲渡登記を経由するこ

とにより、第三者対抗要件を具備することが可能となった（同法第２条第１項）が、債務者対抗

要件を具備するためには、なお、債務者への譲渡の通知又は債務者の承諾が必要とされている。 
 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

債権譲渡の債務者対抗要件の機能は、債務者に自己の弁済先を確知させて二重弁済の危険を防止することと、

債務者が自己の抗弁をいつまで対抗できるかを明らかにしてその抗弁を保護することにある。したがって、債務

者対抗要件が有するこれらの機能を果たさせるためには、債務者に債権譲渡の事実を認識させることが不可欠で

あるから、債務者が全く関与しない債権譲渡登記を経由することによって、債権譲渡の債務者

対抗要件も具備できるようにすることは、債務者の利益を害することになって妥当ではない。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室、商事課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 金融 ②意見･要望提出者 関経連、リース事業協会、オリックス株式会

社 

③項   目 出資法第１条（出資金の受入の制限）及び第２条（預り金の禁止） 

④意見・要望

等の内容 

 

出資法第１条を撤廃し、第２条については預り金の定義を明確にする等の改廃を行う。 

 

 

⑤関 係 法 令 出資法第１条及び第２条 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

第１条：不特定多数の者に対し、後日全額若しくはこれを超える金額を払い戻す旨明示又は黙

示して、出資金の受入をしてはならない。 
 
第２条：他の法律に特別の規定がある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない。該

当なし 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

出資法第１条の規制対象となっている出資金とは、本来、全額の払い戻しが保証されないことを本質として

いるものと解されており、また、同法第２条の「預り金」については、不特定かつ多数の者からの金銭の受入

れであつて、①「預金、貯金又は定期積金の受入れ」若しくは②「社債、借入金その他何らの名義をもつてす

るを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの」と規定されており、処罰の対象から、「他の

法律に特別の規定のある者を除く」こととされている。いずれにせよ、この問題は広く金融行政にかかわる事

柄であり、また、出資法第１条及び第２条が、詐欺的金融犯罪の取締り等に大きな役割を果たしている現状に

かんがみると、現時点では、法務省において、直ちに第１条を廃止するなどの措置を講じることは困難である。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 刑事局刑事課 

 

 

 



 67

【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 金融関係 ②意見･要望提出者 日本損害保険協会 

③項   目 債権管理回収業（サービサー）の業務範囲拡大並びに最低資本金（５億円）引き下げ 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

① 保険会社が保険金支払によって取得する代位求償債権を債権管理回収業に関する特別措置

法（サービサー法）に定める特定金銭債権の対象とする。 

② 最低資本金を引き下げる。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 債権管理回収業に関する特別措置法（サ

ービサー法）第２条、第５条 

⑥共管 警察庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

① 債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第２条により、サービサーが取り扱

える債権（特定金銭債権）の種類が法定されている。 

② サービサーの営業許可要件の１つとして、最低資本金（５億円以上）の要件がある。 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明） 
 ① 現行債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第２条により、サービサーが取り扱える債権（特

定金銭債権）の範囲が法定されている。保険会社が保険金支払いによって取得する代位求償債権というのが、

保険会社が保険金支払いにより、商法上の保険代位（商法第６６１条）によって取得する原債権のことを意

味しているのであれば、特定金銭債権の支払いを保障するための保険契約に基づき、保険会社が保険金を支

払ったことによって取得した原債権（特定金銭債権）については、現行法上も当然取り扱うことができる。 

② 最低資本金の要件は、暴力団等の不法勢力がサービサー業務に参入するのを防止するために設けられてい

るものであり、サービサーによる債権回収過程の適正確保の見地から重要な意味を有しているものであるか

ら、現時点において、その引き下げは考えていない。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部審査監督課 
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【様式】                                   【 法 務 省 】 

①分   野 金融関係 ②意見･要望提出者 社団法人リース事業協会 

③項   目 債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）の運用等について 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 ①オペレーティング・リース債権などの取扱いを対象債権として明確化すること 

②リース債権の回収等について帳簿書類の具体的な記載方法を明確化すること 

③サービサーが、リース物件の引き揚げ・売却処分することを可能とすること 

 

 

⑤関 係 法 令 債権管理回収業に関する特別措置法（サ

ービサー法）第２条、第２０条、第１２

条、同法施行規則第第１５条 

⑥共管 警察庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

① 債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第２条により、サービサーが取り

扱える債権（特定金銭債権）の種類が法定されている。 

② 法定帳簿の記載事項については、債権管理回収業に関する特別措置施行規則第１５条に

規定されている。 

③ 債権管理回収業に関する特別措置法第１２条により、法務大臣の承認を得ることによ

り、債権管理回収業以外の業務（兼業）が許容されている。 

 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明） 

 ① 現行債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第２条により、サービサーが取り扱える債権

（特定金銭債権）の種類が法定されており、リース債権については第２条１項４号に規定されている。 

② 法定帳簿の記載事項については、債権管理回収業に関する特別措置法施行規則第１５条に規定されてい

る。また、当省主催の説明会などでも適宜説明している。 

③ 債権管理回収業に関する特別措置法第１２条により、法務大臣の承認を得ることにより、一定の兼業が

許容されている。リース物件の引き揚げ等の業務についても承認した例がある。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 大臣官房司法法制部審査監督課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 金融・証券・保険 ②意見･要望提出者 都銀懇話会 

③項   目 普通銀行による社債の売出発行の解禁 
④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 普通銀行においても、長期信用銀行が発行する金融債のように、売り出し方法により社債を

発行することができるようにするべきである。 
 

 

⑤関 係 法 令 銀行法、商法第 301 条、第 302 条 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 長期信用銀行は、商法の規定による公募及び総額引受のほか、長期信用銀行第 11 条の規定

による売出しの方法により社債を発行することができるが、普通銀行では、売出しの方法によ

り債権を発行することができない。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 長期分離制度の将来について、また、銀行社債と金融社債との間の発行制度のイコールフッ

ティングを図ることについて、検討を開始する。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    ■ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明）  

 普通銀行の社債の発行方法については、今後、所管省庁において検討されることになると思われるが、法務

省においても、相談等があれば、必要に応じて対応することとしている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 証券 ②意見･要望提出者 石油化学工業協会 

③項   目 社債等の振替決済制度の創設 
④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 社債等について、振替決済機関を創設し、安全、効率的で、利便的な証券決済システムを確

立すべきである。 
 
 

⑤関 係 法 令 なし ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 社債については、社債等登録法により社債登録簿に登録することはできるが、口座振替によ

り証券を決済することができるシステムはない。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 社債等について、その決済の迅速化及び確実化を実現するため、振替制度を創設する。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：第 154 回国会）    

 

（説明）  

 第 154 回国会に、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案を

提出し、短期社債等の振替に関する法律の一部を改正することにより、短期社債以外の社債等についても振替

制度を導入する予定である。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 証券 ②意見･要望提出者 石油化学工業協会 

③項   目 ＣＰのペーパーレス化 
④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 

 現行のＣＰは、約束手形であって、権利の発生及び移転には、証券の作成及び交付が必要と

され、約定日即日の決済を行うことができないため、機動的な資金調達を行うことを可能とす

るよう、ＣＰのペーパーレス化を図るべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 手形法 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 現行のＣＰは、約束手形であって、権利の発生及び移転には、証券の作成及び交付が必要で

ある。 

 

⑧計画等にお

ける記載の状

況 

 

 

 

 券面を必要としないＣＰの発行、移転、償還等の在り方について関係団体等の参加をえた検

討結果を踏まえ、ＣＰのペーパーレス化について必要な措置を講ずる。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）   

  

（説明）  

  ＣＰのペーパーレス化を図るため、第 151 回国会において、短期社債等の振替に関する法律が制定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 金融・保険・証券 ②意見･要望提出者 社団法人リ－ス事業協会 

③項   目 破産申立ての制限 

④意見・要望

等の内容 

 

個人の場合、破産制度が悪用され、モラルハザ－ドを起こしている。民事再生法が制定され、

個人の再生手続が整備されたのであるから、破産宣告後も相応の収入が見込める個人に対して

は、破産の利用を認めず、再生手続によるものとすべきである。 

⑤関 係 法 令 破産法・民事再生法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

   現行法制では、破産、民事再生及び会社更生等の手続は、それぞれ独立した手続であり、申

立人においてどの手続を求めるかを選択してその手続の開始を求めることができるものとされ

ている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

小規模個人再生・給与所得者等再生の利用対象者（民事再生法第２２１条第１項、第２３９条第１項）であ

っても、収入額が少なく、最低弁済額や破産の場合の配当見込額以上の弁済をすることができない等認可要件

を満たした再生計画を立てることができない場合には、小規模個人再生・給与所得者等再生を利のための唯一

の手段となるから、その利用を制限することはできない。 
そうすると、小規模個人再生・給与所得者等再生の利用対象者のうち、破産免責手続の利用を制限すべきか

どうかの検討の対象となるのは、認可要件を満たす再生計画を立てることが可能な程度の収入のあるに限られ

ることになるが、このような者についても、破産免責手続の利用を制限することについては、次のような問題

がある。 
① まず、その者が給与所得者等再生の対象者以外のものである場合には、その将来の収入の額を確実に把

握することが困難である。 
② また、小規模個人再生や給与所得者等再生における最低弁済額等を算出するためには、個々の債権につ

いて債権調査を行い、その結果に基づいて債権の総額を確定する必要があるが、破産免責手続の開始前に

債権調査を行い債権総額を確定することは不可能である。 
さらに、仮に小規模個人再生・給与所得者等再生の対象者のみについて、破産免責手続の利用を制限す

ることとすると、認可要件を満たす再生計画を立てることが可能な程度の収入はあるが、無担保債権の総

額が３０００万円を超えるため、小規模個人再生・給与所得者等再生の対象者にはならない者は、破産免

責手続を利用することができることとなり、憲法上の平等原則との関係が問題になりうる。 
以上のように、小規模個人再生・給与所得者等再生の利用対象者につき、破産免責手続の利用を制限するこ

とについては、理論上も実務上も、解決困難な問題がある。 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 経団連、関経連 

③項   目 借家契約終了の正当事由の明確化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

市街地再開発事業の施行並びに新耐震基準以前に建築された建物の耐震建物の建替えにつ

いて、借家契約終了の正当事由として認めるべきである。一定期間経過後の建物の建替え及び

周辺建物との共同建替え等を行う場合には、一定の立退き料を支払えば借家人の立退きを強制

できる等の措置を講じるべきである。老朽建物の建替えや、再開発地区計画・特定街区などの

都市計画の決定を正当事由として明文化し、かつ既存契約への遡及を可能にすべきである。 

 

⑤関 係 法 令 借地借家法２８条 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

家主が、期間の定めのある借家契約について契約の更新拒絶の通知をする場合又は期間の定

めのない借家契約について解約の申入れをする場合、それぞれ通知又は解約の申入れに正当の

事由があると認められる場合でなければすることができないとされている。正当事由の有無の

判断に当たっては、①家主及び借家人が建物の使用を必要とする事情、②建物の借家契約に関

する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況、⑤家主が財産上の給付をするという申出

をした場合のその申出が考慮されることとされている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

  □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

  
□ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ） 
    

（説明）  

借家契約の終了の際の正当事由について、建替え、市街地再開発事業の施行等を適切に反映した客観的な要

件を定めることの可否、借家契約終了の際の家主から借家人に支払われる立退き料の位置づけ等に関する調査

研究の方法について検討中である。 

なお、正当事由の規定について仮に改正を行ったとしても、これを既存の借家契約に遡及して適用すること

は、契約締結時に当事者が予測していない不利益を及ぼすものであることから、困難である。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 関経連 

③項   目 事業用建物賃貸借における賃料増減請求権規定の撤廃  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

私的自治の原則を尊重するため、事業用建物賃貸借における賃料増減請求権規定はその適用

を除外すべきであり、かつ、これを既存契約にも遡及させるようにする。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 借地借家法３２条 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

建物賃貸借における賃料増減請求権の規定は、契約当初に当事者が定めた賃料が、その後の

事情変更により、不相当になる可能性があることから、この不相当を解消するために、当事者

が、契約の条件にかかわらず、事情の変化に応じ、賃料が不相当になった場合には、その変化

に応じて、相手方に賃料の増額請求をする権利を有することを規定するものである。規定上、

事情の変化を示す要素として、①土地・建物に対する租税その他の負担の増減、②土地・建物

の価格の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、③周囲の同種の建物の賃料との比較が挙

げられている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

事業用建物賃貸借における賃料増減請求権規定の適用を除外するものとする借地借家法の改正を行うこと

は、事業用建物賃貸借においても上記のとおり契約当初に当事者が定めた賃料が、その後の事情変更により、

不相当になる可能性があり、この不相当を解消する手段として当事者が賃料増減請求権を必要とする場合（地

価下落に伴う賃料の減額）があることから、困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 生命保険協会、関経連 

③項   目 普通借家から定期借家への切替えの解禁 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

老朽化したビルの建替えや耐震改修工事のため、当事者の合意により既存借家契約を定期借

家契約へ移行させることを認めるべきである。 

 

 

 

⑤関 係 法 令  借地借家法３８条、良質な賃貸住宅等

の供給の促進に関する特別措置法附則第

３条 

⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

借地借家法は借家について平成１１年の法改正により契約期間の満了により終了する定期建

物賃貸借（定期借家）を設けたが、同法施行前に締結された居住用建物の借家契約を定期借家

契約へ移行させることは認められていない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則第４条において、定期借地制度の施行状況を踏まえ

た検討と見直しが求められているところ、当事者の合意により、改正法施行前に締結された居住用建物の借家

契約を定期借家契約へ移行させること（いわゆる切替え）を禁止する規定については、同規定を廃止して切替

えを解禁すべきであるとの意見とともに、今後とも維持すべきであるとの意見もあることから、慎重な検討を

要するところである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 生命保険協会、関経連 

③項   目 定期借地の拡充 
④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 定期借地契約は契約期間が法定されているため制度普及の妨げとなっていることから、契約

期間を貸主と借主の合意で自由に定められるようにすべきである。 
 現在の定期借地は当事者の多様な要請に対応し切れていないことから、存続期間を 30 年と

する事業用借地、建物譲渡特約の期間を 15 年・20 年に早めたものや建物無償譲渡特約のでき

る建物譲渡特約付借地権など多様な定期借地を設けるべきである。 
 

⑤関 係 法 令 借地借家法代 22 条、第 23 条、第 24 条 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 借地借家法は、存続期間の満了により契約が終了する定期借地制度として、①存続期間を

50 年以上とする一般定期借地、②30 年以上の期間の経過後に借地上の建物を借地人から地主

に譲渡することをあらかじめめ約束して借地する建物譲渡特約付借地、③事業用建物を所有す

るために存続期間を 10 年から 20 年までの間で定める事業用借地の３つの形態を設けている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明）  

  借地借家法は、借地関係の安定を図るため、存続期間が満了した場合にも原則として契約が更新される普

通借地を原則とするものの、定期借地については、存続期間が満了した場合に契約を終了させても弊害が少

なく当事者のニーズが強い上記３類型を、平成３年の改正により、新たに導入した。 

  本要望のように定期借地の存続期間について法律上の要件を設けず当事者の合意のみに委ねた場合、普通

借地を成立させる基盤が崩れ、定期借地しか供給されなくなるおそれがあるとともに、契約内容も借地人に

不利な契約が強制されるおそれがある。また、事業用借地の存続期間を最長 30 年とした場合、事業目的の

普通借地が供給されなくなるおそれがあり、さらに、建物譲渡特約付借地の存続期間の短期化や譲渡の無償

化はいずれも借地人に不利な内容であり、弊害を生じうるものである。 

  したがって、本要望のような措置を講ずることは困難である。 
 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                   【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 連合 

③項   目 短期の定期借家の存続の保護 
④意見・要望

等の内容 
 
 
 

住まい手が選択の幅を拡大できる長期安定的な定期借家権が必要との観点を踏まえ、存続期間が１５年

未満の定期建物賃貸借契約については正当事由制度により存続保護の対象とするよう検討を行うべきであ

る。 
 
 
 

⑤関 係 法 令 借地借家法３８条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 
 

 
 
 
 

定期借家は契約期間の満了により終了する借家契約であり、契約の締結に当たり、①建物賃

貸借について一定の契約期間を定めること、②契約の更新がないこととする旨の特約を定める

こと、③公正証書による等書面で契約をすること、④契約の前に、賃貸人が、賃借人に対し、

定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明することが要件とされている。なお定期

借家についても契約終了後、合意により、再契約をすることは可能である。 
 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 
 

【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 
 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 
 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  
定期借家は、契約期間の満了により契約が確定的に終了する借家契約であり、当事者の合意による再契約を

することは可能であるが、契約を更新することはできない。 
したがって、家主による契約の更新の拒絶に正当の事由を要するとする正当事由制度を定期借家に設けるこ

とは、契約期間の満了により契約が確定的に終了するという定期借家制度の趣旨を没却するものである。 
また、正当の事由がない限り再契約を義務付けるとすることは、定期借家を締結した当事者の意思に反する。

したがって、本要望のような検討を行うことは困難である。 
 
 

 
 
 
 
 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 連合 

③項   目 普通借家から定期借家への切替え禁止の維持  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

借地借家法の改正前に契約された居住用建物の賃貸借については、更新及び合意終了等の際

に、定期借家への切替えを認めるべきではない。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 借地借家法３８条、良質な賃貸住宅等の

供給の促進に関する特別措置法附則第３

条 

⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

借地借家法は借家について平成１１年の法改正により契約期間の満了により終了する定期建

物賃貸借（定期借家）を設けたが、同法施行前に締結された居住用建物の借家契約を定期借家

契約へ移行させることは認められていない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 (記載なし) 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法附則第４条において、定期借地制度の施行状況を踏まえた

検討と見直しが求められているところ、当事者の合意により、改正法施行前に締結された居住用建物の借家契約

を定期借家契約へ移行させること（いわゆる切替え）を禁止する規定については、同規定を今後とも維持すべき

であるとの意見とともに、廃止して切替えを解禁すべきであるとの意見もあることから、慎重な検討を要すると

ころである。 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事 ②意見･要望提出者 連合 

③項   目 建替え決議の要件の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）の建替え決議の要件の見直

しについては、区分所有者の多数決議のみとするのではなく、「老朽、損傷、一部の滅失その

他の事由がある場合、とすべきであること。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 区分所有法第６２条第１項 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

区分所有法では、「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情

に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」と

いう要件を満たすときは、特別の多数決をもって、区分所有建物の建替え決議をすることがで

きるものとされている（同法第６２条第１項）が、この建替え決議の要件について、明確性を

欠き、円滑な建替えの実施を阻害しているので見直しをすべきであるとの指摘がなされてい

る。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

【規制改革推進３か年計画】 
マンション建替えについて、現行の区分所有法の問題点を整理し、見直しについての検討を

進め、平成１５年度通常国会に関係法案を提出。 

【改革工程表の規制改革（都市再生）のⅢ（１）②】 
○建替え要件の見直し等区分所有法の改正に向けた試案の公表。 

【改革工程表の規制改革（都市再生）のⅢ（２）】 
○建替え要件の見直し等区分所有法の改正法案を平成１４年秋までに作成。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

現在、法制審議会建物区分所有法部会において区分所有法の見直しを行っているところ、建替え決議の要件

の見直しも検討課題の一つとされており、平成１４年３月に中間試案を作成・公表し、同年秋までに区分所有

法の改正法案を提出する予定で作業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 住宅・土地、公共工事関係 ②意見･要望提出者 連合 

③項   目 借地借家契約終了の正当事由の明確化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 借地借家法の正当事由制度については、解決申入れの個別事案ごとに貸主と賃借人の必要性

を判断する制度は合理的であり、個別の事案に対して示された裁判所の判断を重視して規定の

明確化を図るべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 借地借家法６条、２８条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

地主が、借地契約の更新について異議を述べるには、正当の事由があると認められる場合で

あることを要するとされている。また家主が、期間の定めのある借家契約について契約の更新

拒絶の通知をする場合又は期間の定めのない借家契約について解約の申入れをする場合、それ

ぞれ通知又は解約の申入れに正当の事由があると認められる場合であることを要するとされ

ている。上記の正当事由の有無の判断に当たっては、①地主（家主）及び借地人（借家人）が

土地（建物）の使用を必要とする事情、②借地（借家）に関する従前の経過、③土地（建物）

の利用状況（さらに借家の場合は建物の現況）、④地主（家主）が財産上の給付をするという

申出をした場合のその申出が考慮されることとなっている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

【記載なし】 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）  

借地契約及び借家契約の終了の際の正当事由の規定の明確化については、平成３年の法改正により、裁判例

等に基づいて、正当事由の有無の判断の考慮事情について、上記のとおり明確化が図られたところであり、現

時点において、正当事由について、裁判所の判断を重視した規定の明確化は困難である。 
したがって、本要望のような検討を行うことは困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                  【 法  務  省 】 

①分   野 運輸関係 ②意見･要望提出者 （社）日本船主協会 

③項   目 日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消等に係る手続の簡素化  

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

船舶の登記・登録の一元化及び変更時手続の一元化を図る。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 船舶法、船舶登記規則 ⑥共管 国土交通省 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

船舶登録事項と一致している船舶登記簿の表題部に関する事項について変更が生じた場合に

は、所有者が、管海官庁において変更登録を行った上、その船舶原簿の謄・抄本を添付して変

更登記申請をすることとしている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 申請人の負担軽減の観点から、船舶登記制度と船舶登録制度の実質的な一元化について検討

を行い、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         ■ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

事務の一元化までの間、国民の負担をできる限り軽減するための制度として、船舶登録事項と一致してい船

舶登記の表題部に関する事項について管海官庁に変更登録の申請があった場合に、管海官庁からの嘱託による

変更登記の制度（嘱託制度）を採用する方向で、その具体的方法を検討中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局民事第二課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 リース事業協会・関経連 

③項   目 新たな「国内ＭＴＮ」の創設 
④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 短期社債等の振替に関する法律第２条の期間を見直し、より長期間とするべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 短期社債等の振替に関する法律第２条 ⑥共管 金融庁 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

短期社債等の振替に関する法律は、短期社債について、社債に関する商法の特例を定めてい

る。例えば、通常の奢侈についてはペーパー（現物の社債券）が発行されるが、短期社債につ

いては振替によるペーパーレスの決済がされる。また、通常の社債の募集には取締役会の決議

を要するが、短期社債については、この決議は包括的なもので足りる。 
これらの特例が認められる「短期社債、は、社債のうち、払込みから償還までの期間が同法

第２条第１項所定の期間（１年）未満であること等の要件を満たすものである。 
 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明）  

 短期社債等の振替に関する法律は、コマーシャル・ペーパー（ＣＰ）のペーパーレス化を図るため、ＣＰと

同じ商品性（金額、償還期間等）のある社債（短期社債）を念頭においている。同法の規定を、ＣＰとは商品

性の異なる中長期の社債について一律に適用すべきではない。例えば、中長期の社債については、ペーパーに

よる取引も行われていることから、一律にペーパーレスの決済を行うこととすると、現に行われている取引を

規制することになる。また、中長期の社債の募集は、会社の財政や株主の利益に大きな影響を及ぼすことから、

取締役会の決議を経なければ、会社や株主の利益を損なうこととなる。 
なお、第 154 回国会に提出予定の法律案においては、中長期の社債について、発行会社の選択によりペーパ

ーレスの決済をすることができるようにすることとしている（証券決済制度等の改革による証券市場の整備の

ための関係法律の整備に関する法律案）による「短期社債等の振替に関する法律、の一部改正」。 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 （社）日本船主協会 

③項   目 マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 近年におけるマルシップ外航客船の国内就航状況に鑑み、上陸許可期間の延長や数次上陸許

可を認めることなどが必要。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 乗員上陸許可は、我が国に一定の目的をもって在留資格を与えられて在留しようとする外国

人の上陸手続の特例として、船舶等と共に移動するという乗員の特殊な地位を考慮して簡易な

上陸手続により上陸が認められる制度の趣旨から長期間の上陸を認めるものではない。また、

出入国管理及び難民認定法第１６条第１項において、「休養、買い物その他これらに目的をも

って１５日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において…乗員上陸を許可することがで

きる。」こととされている。したがって、当該船舶が本邦内の港の間を３０日を超える期間運

航を行った後に本邦外の地域へ赴く予定である場合には、当該船舶が外国から直接本邦内の港

にあるとき及び外国の港に向け出港する直前の港にあるときは、乗員上陸許可を認めることと

している。 

 また、当該船舶がこれら港以外の港にある場合であっても、当該船舶が外国へ向け出港する

予定の有無等個々の事情を斟酌して再度の乗員上陸許可を行っている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

  ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
  □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    
 

（説明）   

 乗員上陸許可制度は、入管法第１６条において、外国人乗員が、船舶等の乗換え、乗組み、休養、買物、そ

の他これらに類似する目的をもって１５日を超えない範囲内で上陸を希望する場合に許可されると定められて

いるところ、「マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可」ついては、運輸省からの弾力的な運用に関する

申し入れを踏まえ運用しており、個々の事情を斟酌した上で許可を行っている。 

 
 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 経済団体連合会 

③項   目 外国人研修・技能実習制度の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 技能検定を受け、在留資格を「特定活動」に変更し、技能実習が行える職種・作業の範囲を

拡大すべきである。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法、技能実習制

度に係る出入国管理上の取扱いに関する

指針 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 技能実習への移行の際の要件の１つとして、一定水準以上の技術等を修得したと認められる

必要があるところ、評価制度が整備されているのは平成１３年末現在５９職種となっている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 ■ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：準備の整ったものから順次実施する。）   
  

（説明）   

技能実習対象職種・作業についてはこれまでも徐々に拡大されてきたところであり、平成５年の技能実習制

度創設時には１７職種であったのが、平成１３年末現在では５９職種になっている。 

平成１２年３月に策定した第２次出入国管理基本計画においては、「今後、関係省庁と協力し、技能実習によ

り更に高度な技術等の修得を希望する研修生及び受入れ機関等の要望に、円滑かつ迅速に対応できるような方

法について検討していく。」としており、今後とも技能実習対象職種・作業の拡大に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 経済団体連合会 

③項   目 外国人研修・技能実習制度の見直し 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 深夜・夜間の研修を行う必要性が認められ、管理体制が整備されている企業については、外

国人の研修の時間帯制限を緩和すべきである。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 外国人研修生の深夜（２２時から翌朝５時）の研修は全く認めておらず、夜間（１８時から

２２時）の研修も原則認めていないが、個別の事案に応じて例外的に認めている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明）   

 我が国の研修制度は、国際貢献の一環として、我が国の技術、技能等を海外に移転することを目的として推

進されているものであるところ、夜間・深夜における研修は日本人従業員の確保が困難な時間帯における労働

力の確保を目的として行われるおそれがあり、また、人の生理的性質にかんがみ、技術、技能等を安全かつ効

率的に修得するためには夜間・深夜における研修を実施することは適当でないことから、これまでどおり、原

則として夜間・深夜における研修を認めることはできない。 

 
 
 
 
 
 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 大阪商工会議所 

③項   目 外国人受入れのための環境整備 

④意見・要望

等の内容 

 

 当初から永住者の在留資格を与えて入国を認める移民政策についても、国民的合意をはかり

つつ前向きに検討すべきである。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法第７条、第２

２条 

⑥共管 なし 

 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 我が国に永住しようとする外国人は、我が国に相当期間在留し、素行が善良である等の所定

の要件を満たす場合に、永住許可を得て「永住者」の在留資格を取得することが認められるこ

とが原則となっている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 
 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

当初から永住者の在留資格を与えて入国を認める移民の受入れについては、平成元年法律第７９号による入

管法の改正により廃止したものであり、いわゆる単純労働者の受入れについてと同様に、我が国の経済社会と

国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人本人にとっての影響も極めて大きいと予想される

ことから、十分慎重に対応することが不可欠であり、このため、今後の我が国社会のあるべき姿を実現するた

めに必要な外国人の受入れの範囲や受け入れた外国人に提供すべき処遇の問題などについて、社会のコンセン

サス（注）を形成していくことが必要である。 

なお、既に我が国に滞在する外国人に対する永住許可については、現在は従前に比して相当程度緩和された

取扱いを行っているが、今後とも、我が国社会の不可欠な一員となる外国人がより安定した地位をもって我が

国に滞在できるよう、「永住者」あるいは「定住者」の在留資格の運用について検討していく方針である。 

 

（注）ちなみに、平成１２年１１月に内閣府が実施した「外国人労働者問題に関する世論調査」の結果を見る

と、仮に外国人の単純労働者を受け入れることとした場合、「家族を呼び寄せて日本に永住することを認め

ても良い」とする者の割合が２６．２％、「日本に永住することは認めない」とする者（正確には「日本へ

の永住を認めるべきではないが、家族と同居する形で一定期間の滞在は認めてもよい」とする者と「あく

まで本人の一定期間の滞在のみを認めるべきだ」とする者の合計）の割合は６４．５％となっている。 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局総務課入国管理企画官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 関西経済連合会 

③項   目 外国人労働者の就業ビザ期間延長 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 就業ビザの期間を５年程度に延長する。あるいは永住権取得要件を緩和する。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法、出入国管理

及び難民認定法施行規則 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 出入国管理及び難民認定法第２条の２第３項において、「外国人が在留することので きる

期間は、各在留資格について法務省令で定める。この場合において、外交、公用、及び永住者

の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、３年を超えることができない。」と規定されて

いる。 
 また、出入国管理及び難民認定法第２２条第２項では「永住許可」について、「永住者の在

留資格へ変更を希望する外国人が、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資

産又は技能を有すること、に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認められ

たときに限り、これを許可することができる。」こととされている。 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）   

 我が国に在留する外国人の在留状況、就業する会社の経営状況等はその年月の経過により変化するものであ

り、出入国管理及び難民認定法第２条の２第３項の規定は、こうした在留状況を確認する必要性から、在留期

間は３年を超えることはできない旨を規定している。したがって、同趣旨からこの上限である「３年」を延長

することはできない。 
 また、出入国管理及び難民認定法第２２条第２項に規定されている要件を満たす場合には永住が許可される

こととなるが、この要件は、我が国への永住を許可するか否かの判断を行うに当たり、必要不可欠なものであ

ると考えられることから、要件を緩和することは困難である。 
  

 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 大阪商工会議所 

③項   目 外国人労働力の受入れ拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 日本に対する理解も深く、日本語によるコミュニケーションの問題も少ない外国人留学生に

ついては、留学から就労への在留資格の変更を簡素化すべきである。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 出入国管理及び難民認定法第２０条第２項において、「在留資格の変更を受けようとする外

国人は、法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留資格への変更を申請しなければなら

ない。、と規定されている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
  □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ） 
    

（説明）  

平成９年７月、我が国の専修学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人については、就職先の職

務内容と専修学校における修得内容に関連性があること等一定の条件の基に在留資格変更を許可する取扱い

としている。 

 第２次出入国管理基本計画（平成１２年３月策定）に「留学生の就職のための在留資格変更について、今

後とも相当と認められる事案については積極的にこれを認めていく。」としており、今後その方法について検

討していく。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 大阪商工会議所 

③項   目 外国人労働力の受入れ拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

 発展途上国への技術移転を促し、国内中小製造業にとっても書かせない戦力となっている外

国人研修生・技能実習生制度について、研修生の受入れ対象職種の拡大や技能実習期間の延長

に取り組むことはもちろん、技能実習を終了した技能実習生は「技能、資格で受け入れを認め

るなど、現在の研修・技能実習制度を外国人労働力の受入れ拡大という視点から見直すべきで

ある。 

⑤関 係 法 令  出入国管理及び難民認定法、出入国管理

及び難民認定法第７条第１項第２号の基

準を定める省令、技能実習制度に係る出

入国管理上の取扱いに関する指針 

⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

在留資格「研修」で入国するためには、「出入国管理及び難民認定法」で定める在留資格「研

修」に係る活動を行おうとする必要があるほか、「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第

２号の基準を定める省令」に定める基準に適合する必要がある。  

技能実習期間については、「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」にお

いて、研修活動の期間と合わせて３年以内とされている。 

研修・技能実習修了後の我が国での就労は認めていない。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定    ■検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

在留資格「研修、で入国するための要件に「職種」は含まれていないが、技能実習の対象職種については、

拡大する方向で検討していく。 

技能実習期間については、研修活動の期間と合わせて２年以内であったところ、平成９年４月、研修活動の

期間と合わせて３年以内に延長され、以後技能実習対象職種ごとに順次最長３年間とされてきている。 

研修・技能実習制度は、開発途上国等への技術移転を行う国際貢献の制度であり、研修・技能実習修了後に

引き続き我が国での就労を認めることはできないが、将来的な制度のよりよい在り方については継続的に検討

を行っていく。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 関西経済連合会 

③項   目 在留資格の対象となる業務の拡大 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 在留資格の対象範囲を拡大し、介護分野の業務を対象とする。また、「ＩＴ技術者」を在留

資格に加える。 

⑤関 係 法令 出入国管理及び難民認定法別表第一、第

二 

⑥共管 なし 

 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

出入国管理及び難民認定法において、外国人が我が国に入国・在留するための法的地位とし

て２７の在留資格が設けられているが、直接的な身体介護等を目的とする介護業務に対応する

在留資格は設けられていない。 

 なお「ＩＴ技術者」については、「技術」等の在留資格をもって入国・在留することが可能

となっている。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

 平成１２年３月に法務大臣が策定した第２次出入国管理基本計画において、中長期的には、社会の高齢化に

伴い一層必要となる介護労働の分野等において外国人労働者の受入れを検討してはどうかとの意見もあること

から、社会のニーズを見極めた上、その受入れの是非を検討していくこととしており、今後、関係省庁等と協

議をしながら、調査、検討する予定である。 

なお、ＩＴ技術者については、これまでも「技術、等の在留資格で入国・在留することが可能となっており、

より円滑な外国人ＩＴ技術者の受入れを図るための措置（注）を平成１３年１２月２８日から実施している。 

 

（注） 法務省令の改正等を行い、これまで外国人ＩＴ技術者が「技術」の在留資格をもって入国・在留する

ためには、大卒相当以上の学歴又は１０年以上の実務経験を有することが必要であったが、法務大臣が

告示をもって定める情報処理技術に関する試験等に合格等している場合には、当該学歴等は必要ないこ

ととした。 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局総務課入国管理企画官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 関西経済連合会 

③項   目 外国人雇い入れ時の「在留資格」取得手続きの簡素化 

④意見・要望

等の内容 

 

 一部上場企業で就労する場合には提出書類を簡素化する。（例えば雇い入れ時当該機関の登

記簿謄本、外国人本人の業務経歴を証明する文書などの提出を免除する） 

⑤関 係 法 令 出入国管理及び難民認定法施行規則 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

入管法施行規則別表第三及び別表第三の二において、在留資格認定証明書交付申請、在留資

格変更申請、在留期間更新申請に関する提出資料が在留資格別に定められている。例えば、在

留資格「人文知識・国際業務」在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更申請においては、

①招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し、②招へい機関の事業内容を明ら

かにする資料、③卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証す

る文書、④活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書の提出を求めている。  

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし。 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明）   

 入国・在留諸申請に係る提出書類に関しては、入国管理局はこれまで累次の簡素・合理化を図ってきたとこ

ろである。 

 我が国の企業等で就労する外国人に係る入国・在留諸申請においては、提出すべき書類が入管法施行規則に

おいて定められており、これらは外国人が本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、活動内容が入

管法に定められた各在留資格の活動内容に該当するか否かに関し、審査を行う上で必要なものであるが、招へ

い機関の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し及び招へい機関の事業内容を明らかにする資料については、

公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は提出を求めていない取扱いとしており、今後地方入国管理

官署に対して、この取扱いを徹底してきたい。 

 また、これら以外の提出書類の簡素化については、提出方法の合理化等の観点から今後検討していきたい。 

なお、外国人の入国・在留に係る各種申請における提出書類については、規制緩和及び閣議決定された「申

請負担軽減対策、等の観点から、適正な入国・在留審査を阻害しない範囲で簡素合理化することとし、平成９

年４月から、「留学」、「就学」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格について、

平成９年７月からその他の「投資・経営」、「研修」等の１７種類の在留資格について、それぞれ提出書類の整

理・縮減を実施済みである。 

 

 

 

⑩担当局課室等名 入国管理局入国在留課 
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【様式】                                 【 法  務  省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 社団法人リース事業協会 

③項   目 動産登記制度の創設 

④意見・要望

等の内容 

 

動産の登記制度を新たに創設すべきである。 

 

 

⑤関 係 法 令 民法１７８条、１９２条等 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

自動車や航空機等の特定の動産を除き、一般に、動産には、不動産登記のような登記による

公示制度は設けられておらず、その物権変動については、引渡が公示手段とされている（民法

１７８条）。なお、このように引渡では十分に公示の役割を果たしていないため、これを補う

ものとして、動産の即時取得の制度が設けられている（民法１９２条）。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

該当なし  

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     ■ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          ■ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 
（実施（予定）時期：       ）  
   

（説明）  

動産登記制度の創設については、不動産とは異なり、動産の種類や数が膨大であること、動産の生成や滅失

が容易かつ頻繁であること、物件の移動が容易であること、同一種類の動産から目的物たる動産を特定するこ

とは容易でないこと、動産取引は一般に頻繁に行われることなどから、その物権変動を登記によって公示する

ことがそもそも可能かということや、仮にこれが可能としても具体的な制度設計をどのようにするかなど問題

が多く、また、動産の即時取得との関係をどのようにするかなどの問題もある。 
また、このような制度を設けることによって、かえって動産に関する迅速な取引を阻害することにならない

かなどの問題もあり、このような制度を設けるか否かは、十分に検討をする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省民事局参事官室 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 経団連 

③項   目 強制転換社債の解禁 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 転換社債について、発行会社の選択による解消｢株式への転換、を認める。 

 

 

 

⑤関 係 法 令 商法 ⑥共管  

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第１２８号）により、従前の転換社債に代わ

る制度として、新株予約権付社債の制度が設けられた。従前の転換社債については、社債権者

の請求による解消（株式への転換）は認められたが、発行会社の選択による解消（株式又は普

通社債への転換）は認められなかった。新しい新株予約権付社債については、社債権者の請求

による解消（社債の消滅、株式の取得）のほか、発行会社の選択による解消（新株予約権の消

却）も認められた。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 該当なし 

⑨対応の状況 ■ 措置済･措置予定     □ 検討中     □ 措置困難    □ その他 

 ■ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 
 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）   
  

（説明）  

   改正後の商法においては、発行会社は、あらかじめ定められた条件により、新株予約権付社債の新株予約

権を消却することができる（第３４１条ノ３第１項第４号において準用する第２８０条ノ２０第２項第７号

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 民事局 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 社団法人日本船主協会 

③項   目 日本籍船でのカジノの自由化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

日本籍船上では現行刑法が適用されるため、公海上にあってもカジノが禁止されている。国

民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の振興を図るため、カジノの運営が非合法とな

らないよう、所要の法整備を行うこと。 

 

 

⑤関 係 法 令 刑法第 185 条・第 186 条・第 1 条第 2 項 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 賭博をした者は、５０万円以下の罰金又は科料に処する（刑法第 185 条）。 
２ 常習として賭博をした者は、３年以下の懲役に処する（刑法第 186 条第 1 項）。 
３ 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、３月以上５年以下の懲役に処す

る（刑法第 186 条第 2 項）。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

（説明）  

賭博は､国民一般の経済観念・勤労観念を害するものであり､これに関する行為を処罰する必要がある。 
また、刑法は､日本国内において罪を犯したすべての者に適用するものとされているところ、日本船舶内にお

いては､日本国内と同一の秩序を維持する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省刑事局刑事法制課 
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【様式】                                    【 法 務 省 】 

①分   野 その他 ②意見･要望提出者 個人 

③項   目 カジノの規制解除と合法化 

④意見・要望

等の内容 

 

 

 

構造・規制改革に伴い多数の失業者が発生した場合の対応策・即効性ある手段として､カジ

ノに対する偏見と規制を解除し合法化すること。 

 

 

⑤関 係 法 令 刑法第 185 条・第 186 条 ⑥共管 なし 

⑦制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 賭博をした者は､５０万円以下の罰金又は科料に処する（刑法第 185 条）。 
２ 常習として賭博をした者は､３年以下の懲役に処する（刑法第 186 条第 1 項）。 
３ 賭博場を開帳し､又は博徒を結合して利益を図った者は､３月以上５年以下の懲役に処す

る（刑法第 186 条第 2 項）。 

 

⑧計画等にお

ける記載の

状況 

 

 

 該当なし。 

⑨対応の状況 □ 措置済･措置予定     □ 検討中     ■ 措置困難    □ その他 

 □ 措置済          □ 措置するか否かを含めて検討中 

 

 □ 措置予定         □ 具体的措置の検討中 

 

（実施（予定）時期：       ）    

 

（説明）  

  賭博は､国民一般の経済観念・勤労観念を害するものであり､これに関する行為を処罰する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩担当局課室等名 法務省刑事局刑事法制課 
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